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『
晏
氏
春
秋
』
の
目
録
学
上
の
位
置
づ
け
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
『
漢
書
』
芸

文
志
で
は
儒
家
に
入
れ
、
『
四
庫
全
書
』
で
は
史
部
伝
記
類
に
収
め
て
い
る
。
唐

代
の
柳
宗
元
は
、
墨
家
の
書
で
あ
る
と
考
え
た
（
『
柳
河
東
集
』
巻
四
）
。
一
方

で
は
ま
た
、
洪
亮
吉
を
は
じ
め
と
す
る
清
朝
の
諸
学
者
や
、
民
国
に
入
っ
て
か

ら
の
劉
師
培
ら
は
、
従
来
の
儒
家
あ
る
い
は
墨
家
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

こ
う
し
た
新
ら
し
い
立
場
の
延
長
線
上
に
現
代
の
学
者
、
呉
則
虞
（
一
九
一
三

は
じ
め
に

は
じ
め
に

一
景
公
の
遊
び

二
死
と
現
実
の
世
界

㈹
病
気
と
祝
宗
と
気
何
死
と
葬

三
国
の
興
亡
と
礼

お
わ
り
に

注
晏
子
樒
耆
孜

年
～
一
九
七
七
年
）
の
見
解
が
あ
る
。
彼
は
、
「
政
治
思
想
性
の
つ
よ
い
、
古
典

文
学
作
品
で
あ
り
、
ま
た
我
が
国
の
最
も
早
い
時
期
の
短
篇
小
説
集
で
あ
る
」

と
、
『
晏
子
春
秋
』
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
『
晏
子
春
秋
集
輝
』
一
九
六
二
年

中
華
書
局
出
版
）
。

『
晏
子
春
秋
』
が
小
説
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
晏
平
仲
の
事
績
が

色
こ
ぐ
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
る
、
フ
。
『
晏
子
春

秋
』
は
、
『
史
記
』
管
晏
列
伝
や
『
准
南
子
』
要
略
篇
等
に
、
そ
の
内
容
が
引
か

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
呉
則
虞
も
い
う
よ
う
に
、
西
漢
時
代
に
は
、
こ
の
書

は
か
な
り
流
通
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
成
書
の
年

代
に
し
て
も
、
呉
則
虞
の
い
う
よ
う
に
、
秦
代
と
見
る
の
も
、
あ
な
が
ち
早
す

ぎ
は
し
な
い
。

『
晏
子
春
秋
』
の
話
題
の
な
か
で
、
一
つ
の
大
き
な
柱
と
し
て
目
立
つ
の
は
、

景
公
の
遊
び
の
場
面
で
あ
る
。
そ
の
遊
び
の
場
面
に
お
い
て
景
公
は
楽
し
む
の

で
は
な
く
、
性
々
に
し
て
嘆
き
悲
し
む
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
景
公
の
遊
び

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
、
フ
し
て
ま
た
、
景
公
の
遊
び
を
め
ぐ
っ
て
の
晏
平

仲
の
言
動
を
通
じ
て
、
こ
の
書
の
作
者
は
、
晏
平
仲
に
か
か
わ
る
多
く
の
伝
承

久
富
木
成
大

五
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日
々
の
生
活
の
な
か
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
精
神
の
安
ら
ぎ
を
得

よ
う
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
遊
び
」
と
い
う
こ
と
を
、
人
は
行
う
こ
と
が
多
い
。

こ
、
フ
し
た
遊
び
に
も
、
人
に
よ
っ
て
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
形
態
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
作
用
も
ま
た
一
律
で
は
な
い
。
な

か
で
も
斉
の
景
公
の
場
合
は
異
様
で
あ
る
。

『
晏
子
春
秋
』
の
な
か
で
は
、
斉
の
君
主
、
景
公
（
在
位
西
暦
紀
元
前
五
四

七
年
～
同
四
九
○
年
）
の
「
遊
び
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
な
が
ら
景
公
の
場
合
、
そ
の
遊
び
が
、
し
ば
し
ば
悲
し
み
、
泣
く
こ
と
や
、

深
い
憂
え
を
さ
そ
、
フ
き
っ
か
け
と
な
る
と
い
、
う
こ
と
に
は
、
注
目
が
は
ら
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
景
公
牛
山
に
遊
び
、
北
そ
の
國
城
に
臨
み
て
涕
を
流
し
て
曰
く
、
若
何
ぞ

涛
涛
と
し
て
こ
こ
を
去
り
て
死
せ
ん
や
、
と
。
交
孔
・
梁
丘
檬
、
皆
從
ひ

て
泣
く
。
晏
子
、
濁
り
妾
に
笑
ふ
。
公
、
涕
を
ぬ
ぐ
っ
て
晏
子
を
顧
み
て

曰
く
、
寡
人
、
今
日
の
勝
悲
し
。
孔
と
橡
と
皆
寡
人
に
從
ひ
て
涕
泣
す
。

の
中
か
ら
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
晏
平
仲
の
思
想
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
し

て
い
る
の
か
と
い
』
う
こ
と
を
も
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
晏
子

春
秋
』
の
目
録
学
上
の
位
置
づ
け
の
、
一
つ
の
方
向
性
だ
け
で
も
見
出
す
た
め

の
役
わ
り
を
は
た
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
晏
子
の

橘
書
、
つ
ま
り
彼
の
遺
書
を
『
晏
子
春
秋
』
全
書
の
構
造
と
有
機
的
に
連
関
さ

せ
、
そ
こ
か
ら
そ
の
遺
書
の
持
つ
意
味
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
、
如
上
の
目
的

に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
雲
フ
。

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

一
景
公
の
遊
び

子
濁
り
笑
ふ
は
何
ぞ
や
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
賢
者
を
し
て
常
に
之

を
守
ら
し
め
ば
、
則
ち
太
公
・
桓
公
將
に
常
に
之
を
守
ら
ん
と
す
。
勇
者

を
し
て
常
に
之
を
守
ら
し
め
ば
、
則
ち
莊
公
・
霊
公
將
に
常
に
之
を
守
ら

ん
と
す
。
數
君
の
者
將
に
之
を
守
ら
ん
と
せ
ば
、
則
ち
吾
が
君
安
ん
ぞ
此

の
位
を
得
て
立
た
ん
。
其
の
迭
に
之
に
虚
り
迭
に
之
を
去
る
を
以
て
、
君

に
至
れ
る
な
り
。
而
る
に
濁
り
之
が
た
め
に
流
涕
す
る
は
是
れ
不
仁
な
り
。

不
仁
の
君
一
を
見
、
詣
誤
の
臣
二
を
見
る
。
此
れ
臣
が
濁
り
霜
か
に
笑
ふ

所
以
な
り
、
と
。
（
景
公
遊
子
牛
山
、
北
臨
其
國
城
、
而
流
涕
日
、
若
何
涛

涛
、
去
此
而
死
乎
、
交
孔
梁
丘
檬
、
皆
從
而
泣
、
晏
子
燭
笑
子
妾
、
公
刷

涕
、
而
顧
晏
子
日
、
寡
人
今
日
勝
悲
、
孔
與
檬
、
皆
從
寡
人
而
涕
泣
、
子

之
濁
笑
何
也
、
晏
子
對
日
、
使
賢
者
常
守
之
、
則
太
公
桓
公
將
常
守
之
美
、

使
勇
者
常
守
之
、
則
莊
公
霧
公
將
常
守
之
美
、
數
君
者
將
守
之
、
則
吾
君

安
得
此
位
而
立
焉
、
以
其
迭
虚
之
、
迭
去
之
、
至
干
君
也
、
而
濁
爲
之
流

涕
、
是
不
仁
也
、
不
仁
之
君
見
一
、
諮
謨
之
臣
見
二
、
此
臣
之
所
以
濁
霜

笑
也
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

①

国
都
臨
溜
の
南
郊
に
あ
る
牛
山
に
景
公
は
ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
か
け
た
。
山
上

か
ら
斉
の
国
城
を
な
が
め
て
、
景
公
は
涙
を
流
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
す
ば

ら
し
い
国
都
を
遠
望
す
る
に
つ
け
て
も
、
や
が
て
死
ん
で
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
自
分
の
運
命
が
、
こ
の
、
う
え
も
な
く
悲
し
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
か

ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
、
フ
し
た
景
公
の
涙
は
、
侍
坐
し
て
い
る
二
臣
の
涙
を
さ

そ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
見
て
晏
子
は
笑
っ
た
。
晏
子
に
は
死
が
あ
る
こ
と

が
当
然
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
、
死
の
至
る
こ
と
自
体
は
悲
し
み
を
さ
そ
》
フ

材
料
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
死
が
あ
る
か
ら
こ
そ
祖
先
が
つ

ぎ
つ
ぎ
に
死
亡
し
、
景
公
は
祖
先
か
ら
斉
国
の
国
城
を
あ
ず
か
る
君
主
と
し
て

一
二
一
ハ
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の
地
位
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
、
フ
思
い
が
晏
子
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

○
景
公
出
で
て
公
阜
に
遊
び
、
北
面
し
て
齊
國
を
望
賭
し
て
曰
く
、
鳴
呼
、

古
へ
よ
り
死
無
か
ら
し
め
ば
何
如
、
と
。
晏
子
曰
く
、
む
か
し
、
上
帝
、

人
の
死
を
以
て
善
と
爲
す
。
仁
者
は
息
い
、
不
仁
者
は
伏
す
。
も
し
古
（
い

に
し
へ
）
よ
り
死
な
か
ら
し
め
ば
、
丁
公
太
公
將
に
齊
國
を
有
せ
ん
と
し
、

桓
襄
文
武
將
に
皆
こ
れ
に
相
た
ら
ん
と
す
。
君
將
に
笠
を
載
き
褐
を
衣

（
き
）
、
銚
褥
を
執
り
て
、
以
て
吠
畝
の
中
に
鱒
行
せ
ん
と
す
。
執
ぞ
死
を

患
ふ
る
に
暇
あ
ら
ん
、
と
。
公
、
盆
然
と
し
て
色
を
な
し
て
説
ば
ず
。
（
景

公
出
遊
干
公
阜
、
北
面
望
賭
齊
國
日
、
鳴
呼
、
使
古
而
無
死
何
如
、
晏
子

日
、
昔
者
上
帝
以
人
之
死
爲
善
、
仁
者
息
焉
、
不
仁
者
伏
焉
、
若
使
古
而

無
死
、
丁
公
太
公
將
有
齊
國
、
桓
襄
文
武
將
皆
相
之
、
君
將
載
笠
衣
褐
、

執
銚
褥
、
以
鱒
行
畉
畝
之
中
、
執
暇
患
死
、
公
急
然
作
色
不
説
Ｉ
『
晏
子

春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

こ
こ
で
は
、
公
阜
に
斉
の
景
公
は
遊
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
前
引
の
文

章
と
同
じ
く
、
こ
こ
か
ら
は
る
か
に
国
都
を
望
見
し
、
や
が
て
死
を
む
か
え
る

で
あ
ろ
う
自
分
の
こ
と
を
、
景
公
は
悲
し
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
晏

子
は
以
下
の
よ
う
に
い
っ
た
。
か
つ
て
斉
に
は
す
ぐ
れ
た
国
君
が
相
つ
い
で
出

て
、
国
を
治
め
た
。
景
公
の
器
は
、
そ
う
し
た
先
君
達
に
比
べ
れ
ば
、
見
劣
り

が
す
る
。
人
間
に
死
が
な
く
て
、
す
べ
て
そ
れ
ら
の
先
祖
方
が
存
命
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
景
公
は
国
政
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
せ

い
ぜ
い
農
民
の
一
人
と
し
て
働
け
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
国
政
を
執
る
こ
と
な

ど
思
い
も
よ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
死
が
あ
っ
て
、
先
君
た
ち
が
つ
ぎ
つ

ぎ
に
死
ん
で
い
き
、
王
位
を
交
代
し
た
か
ら
こ
そ
、
景
公
も
位
に
つ
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
晏
子
の
こ
と
ば
に
、
景
公
は
こ
こ
に
い
う

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

よ
う
に
色
を
な
し
て
怒
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
公
阜
に
遊
ん
だ
と
き
、

つ
ぎ
の
よ
ミ
フ
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

○
幾
何
も
な
く
し
て
日
暮
る
。
公
西
面
し
て
彗
星
を
望
賭
し
て
、
伯
常
審
を

召
し
、
之
を
藤
ひ
去
ら
し
む
。
曰
く
、
不
可
な
り
。
是
れ
天
教
な
り
。
日

月
の
氣
、
風
雨
時
な
ら
ず
。
彗
星
の
出
づ
る
、
天
、
民
の
凱
る
る
が
た
め

に
之
を
見
は
す
。
故
に
之
に
妖
群
を
つ
げ
、
以
て
不
敬
を
戒
む
。
今
、
君

も
し
文
を
設
け
て
諫
を
受
け
、
聖
賢
人
に
謁
せ
ば
、
去
ら
ず
と
錐
も
、
彗

星
將
に
自
ら
亡
び
ん
と
す
。
今
、
君
、
酒
を
嗜
み
て
樂
に
井
し
、
政
飾
め

ず
し
て
小
人
に
寛
に
し
、
讃
を
近
づ
け
優
を
好
み
、
文
を
悪
み
て
聖
賢
人

を
疏
ん
ず
。
何
の
暇
か
彗
に
在
ら
ん
。
莞
（
は
い
）
ま
た
將
に
見
は
れ
ん

と
す
、
と
。
公
盆
然
と
し
て
色
を
作
し
て
悦
ば
ず
。
晏
子
卒
す
る
に
及
び

て
、
公
い
で
て
背
し
て
立
ち
、
曰
く
、
鳴
呼
、
昔
者
夫
子
に
從
ひ
て
公
阜

に
遊
び
し
に
、
夫
子
一
日
に
し
て
三
た
び
我
を
責
め
た
り
。
今
、
誰
か
寡

人
を
責
め
ん
や
、
と
。
（
無
幾
何
日
暮
、
公
西
面
望
賭
彗
星
、
召
伯
常
毒
、

使
藤
去
之
、
日
、
不
可
、
此
天
教
也
、
日
月
之
氣
、
風
雨
不
時
、
彗
星
之

出
、
天
爲
民
之
凱
見
之
、
故
詔
之
妖
群
、
以
戒
不
敬
、
今
君
若
設
文
而
受

諫
、
謁
聖
賢
人
、
錐
不
去
彗
星
將
自
亡
、
今
君
嗜
酒
而
井
干
樂
、
政
不
飾

而
寛
子
小
人
、
近
謹
好
優
、
悪
文
而
疏
聖
賢
人
、
何
暇
在
彗
、
莞
又
將
見

美
、
公
念
然
作
色
不
悦
、
及
晏
子
卒
、
公
出
背
而
立
、
日
、
鳴
呼
、
昔
者

從
夫
子
而
勝
公
阜
、
夫
子
一
日
而
三
責
我
、
今
誰
責
寡
人
哉
Ｉ
『
晏
子
春

秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

公
阜
で
の
時
間
の
経
過
は
、
景
公
主
従
に
と
っ
て
は
早
い
。
遊
び
は
、
人
々

の
精
神
を
、
そ
の
中
に
集
注
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面

を
と
ら
え
て
、
こ
こ
に
引
い
た
文
章
で
は
「
幾
何
も
な
く
し
て
日
暮
る
」
と
の

七
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べ
て
い
る
。
暗
や
み
に
国
都
の
遠
望
が
か
き
消
さ
れ
、
代
り
に
星
の
ま
ば
た
き

が
目
に
入
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
、
彗
星
が
尾
を
引
い
て
流
れ
た
。
景
公
の
心

中
を
、
そ
の
と
き
不
吉
な
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
臣
下
の
伯
常
毒
が

よ
ば
れ
、
お
祓
い
を
し
、
災
い
を
退
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
晏

子
は
反
対
し
た
。

晏
子
は
い
う
。
彗
星
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
な
る
ほ
ど
妖
祥
、
つ
ま
り
悪
い

こ
と
の
お
こ
る
き
ざ
し
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
物
い
え
ぬ
民
の
た

め
に
、
君
主
に
し
い
た
げ
ら
れ
て
い
る
民
の
苦
し
み
を
、
民
に
代
っ
て
天
が
君

主
に
告
げ
、
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
今
、
景
公
は
政
治
を
な
い
が
し
ろ

に
し
、
酒
と
音
楽
に
ふ
け
り
、
し
か
も
身
辺
に
小
人
や
優
侶
を
近
付
け
、
賢
者

を
遠
ざ
け
て
い
る
。
祓
い
な
ど
す
る
暇
が
あ
っ
た
ら
、
こ
れ
ら
の
遠
ざ
け
ら
れ

て
い
る
賢
人
た
ち
に
会
っ
て
教
え
を
受
け
た
方
が
、
ど
れ
ほ
ど
よ
い
で
あ
る
、
う

か
と
、
晏
子
は
諫
言
す
る
。
晏
子
自
身
も
、
こ
の
彗
星
を
、
な
ん
ら
か
の
災
い

が
景
公
の
身
に
お
こ
る
前
兆
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
二
人
は
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
、
フ
し
て
、
そ
の
彗
星
を
、

こ
こ
に
晏
子
は
「
日
月
の
気
」
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
景
公
も
、
晏
子
も
、
と
も
に
遊
び

と
い
う
現
実
の
場
に
あ
り
な
が
ら
、
彗
星
と
い
、
フ
、
あ
る
い
み
で
現
実
を
超
え

た
、
「
気
」
の
世
界
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
晏
子
は
、
し
か
し
、
こ
の

「
気
」
の
世
界
を
直
視
し
な
が
ら
も
、
あ
る
い
は
又
、
そ
れ
を
直
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
を
引
き
し
め
、
正
そ
う
と
す
る
。
彗
星
の
出
現
を
天

の
教
え
と
し
て
、
景
公
の
関
心
を
、
失
政
の
是
正
へ
と
導
こ
う
と
す
る
の
で
あ

つ
（
》
◎

景
公
の
遊
び
に
つ
い
て
は
、
又
、
以
下
の
よ
、
フ
な
記
述
も
あ
る
。

晏
子
槽
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

○
景
公
寒
塗
に
出
遊
し
、
死
觜
を
み
、
黙
然
と
し
て
問
は
ず
。
晏
子
諫
め
て

曰
く
、
昔
、
吾
が
先
君
桓
公
出
遊
す
る
に
、
磯
う
る
者
を
賭
れ
ば
、
之
に

食
を
與
へ
、
疾
め
る
者
を
み
れ
ば
、
之
に
財
を
與
ふ
。
使
令
力
を
勢
せ
ず
、

籍
数
民
を
費
さ
ず
。
先
君
ま
さ
に
遊
ば
ん
と
す
れ
ば
、
百
姓
み
な
悦
び
て

曰
く
、
君
ま
さ
に
幸
に
吾
が
郷
に
遊
ぶ
べ
き
か
、
と
。
今
、
君
、
寒
塗
に

遊
べ
ば
、
四
十
里
に
擦
る
の
眼
、
財
を
蝉
（
つ
）
く
す
も
以
て
数
に
奉
ず

る
に
足
ら
ず
、
力
を
毒
く
す
も
役
に
周
き
能
は
ず
、
民
眠
畿
寒
凍
饅
し
、
、

死
觜
相
望
む
。
而
し
て
君
問
は
ず
。
君
道
を
失
へ
り
。
財
屈
き
力
渇
き
、

下
以
て
上
に
親
む
こ
と
な
く
、
騎
泰
署
侈
、
上
以
て
下
に
親
し
む
こ
と
無

く
、
上
下
こ
も
ご
も
離
れ
、
君
臣
親
な
き
は
、
此
れ
三
代
の
衰
ふ
る
所
以

な
り
。
今
、
君
之
を
行
ふ
。
嬰
、
公
族
の
危
ふ
く
、
以
て
異
姓
の
幅
と
爲

ら
ん
こ
と
を
倶
る
る
な
り
。
公
曰
く
、
然
り
。
上
と
爲
り
て
下
を
忘
れ
、

籍
數
を
厚
く
し
て
民
を
忘
る
。
吾
が
罪
大
な
り
、
と
。
是
に
子
て
死
觜
を

数
め
て
粟
を
民
に
發
す
。
四
十
里
に
擦
る
の
民
、
政
に
服
せ
ざ
る
こ
と
其

年
。
公
、
三
月
出
瀞
せ
ず
。
（
景
公
出
遊
干
寒
塗
、
賭
死
觜
、
黙
然
不
問
、

晏
子
諫
日
、
昔
吾
先
君
桓
公
出
遊
、
賭
磯
者
、
與
之
食
、
賭
疾
者
、
與
之

財
、
使
令
不
勢
力
、
籍
数
不
費
民
、
先
君
將
遊
、
百
姓
皆
悦
日
、
君
當
幸

遊
吾
郷
乎
、
今
君
勝
子
寒
塗
、
擴
四
十
里
之
眠
、
琿
財
不
足
以
奉
数
、
壼

力
不
能
周
役
、
民
眠
磯
寒
凍
饅
、
死
觜
相
望
、
而
君
不
問
、
失
君
道
美
、

財
屈
力
喝
、
下
無
以
親
上
、
騎
泰
著
侈
、
上
無
以
親
下
、
上
下
交
離
、
君

臣
無
親
、
此
三
代
之
所
以
衰
也
、
今
君
行
之
、
嬰
倶
公
族
之
危
、
以
爲
異

姓
之
幅
也
、
公
日
然
、
爲
上
而
忘
下
、
厚
籍
数
而
忘
民
、
吾
罪
大
美
、
子

是
數
死
觜
、
發
粟
干
民
、
様
四
十
里
之
民
、
不
服
政
其
年
、
公
三
月
不
出

勝
ｌ
『
晏
子
春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

八
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寒
塗
に
遊
ん
だ
景
公
は
、
死
体
を
見
た
。
遊
楽
の
明
る
い
気
分
が
一
転
し
て

暗
診
な
重
苦
し
い
も
の
に
変
化
す
る
。
そ
れ
は
餓
死
し
た
民
の
遺
体
で
あ
っ
た
。

野
に
放
置
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
死
体
は
、
重
税
を
と
り
た
て
て
著
侈
に
ふ
け
っ
て

い
た
景
公
の
暴
政
の
犠
牲
者
た
ち
の
、
変
わ
り
は
て
た
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

景
公
は
死
体
か
ら
目
を
そ
む
け
た
。
そ
、
フ
し
て
、
そ
こ
に
死
体
が
あ
る
理
由
を

問
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
晏
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
実
情
を
説
明

し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
寒
塗
の
地
の
民
は
高
い
税
金
に
苦
し
み
、
ま
た
苛
酷
な

賦
役
に
た
え
ら
れ
ず
、
磯
え
と
寒
さ
に
よ
っ
て
バ
タ
バ
タ
と
た
お
れ
、
こ
う
し

て
死
体
が
数
え
き
れ
な
い
く
ら
い
に
道
ば
た
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、

と
。
晏
子
の
こ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
景
公
は
遊
び
の
場
の
、
う
か
れ
た
気
持
か

ら
は
な
れ
、
死
者
た
ち
の
冥
界
で
の
安
ら
か
さ
を
思
っ
て
、
そ
れ
ら
を
埋
葬
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
寒
塗
の
民
に
穀
物
を
ふ
る
ま
、
う
こ
と
も
し
た
。
冥
界
の

民
と
、
現
実
世
界
の
民
と
、
両
方
の
こ
と
を
思
い
や
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
『
晏
子
春
秋
』
の
中
か
ら
、
景
公
の
遊
び
の
こ
と
を
述
べ
る
四
つ
の

場
面
を
引
用
し
た
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
遊
び
と
い
、
フ
、
本
来
、

楽
し
く
て
、
明
る
さ
に
満
ち
て
い
る
は
ず
の
も
の
が
、
突
然
暗
転
し
て
、
死
や
、

死
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
不
吉
な
現
象
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
一
般
化
し
て
考
え
る
い
と
ぐ
ち
を
与
え
る
の
は
、
彗
星
を
め
ぐ
っ
て

の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遊
び
が
、
現
実
の
世
界
と
、
現
実
を
超
え
た
世

界
、
あ
る
い
は
ま
た
、
物
の
世
界
と
気
の
世
界
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
、
フ
し

た
二
つ
の
次
元
の
異
な
っ
た
世
界
を
む
す
び
つ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
烏
フ
。

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

㈹
病
気
と
祝
宗
と
気

す
で
に
第
一
章
で
み
て
き
た
よ
ミ
フ
に
、
景
公
と
晏
子
と
の
あ
い
だ
で
は
、
遊

び
の
場
面
に
お
い
て
、
死
に
つ
い
て
の
問
答
が
し
ば
し
ば
か
わ
さ
れ
て
い
た
。

こ
、
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
死
に
つ
い
て
の
関
心
が
、
景
公
を
中
心
と
す
る

斉
の
王
室
に
お
い
て
、
い
か
に
強
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

『
晏
子
春
秋
』
で
説
か
れ
る
、
死
を
め
ぐ
る
話
題
に
つ
い
て
考
え
る
に
先
立
ち
、

一
般
に
死
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
病
気
に
関
連

す
る
諸
事
象
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
て
お
き
た
い
。

○
景
公
、
癖
し
て
且
つ
瘡
し
、
碁
年
に
し
て
已
え
ず
。
會
諸
、
梁
丘
擴
、
晏

子
を
召
し
て
こ
れ
を
問
ひ
て
曰
く
、
寡
人
の
病
（
や
ま
ひ
）
病
（
へ
い
）

な
り
。
史
固
と
呪
佗
と
を
し
て
山
川
宗
廟
を
巡
ら
し
め
、
犠
牲
珪
壁
備
具

せ
ざ
る
な
く
、
數
は
其
れ
常
に
先
君
桓
公
よ
り
多
し
。
桓
公
は
一
な
れ
ば

則
ち
寡
人
は
再
な
り
。
病
い
え
ず
し
て
滋
（
ま
す
ま
）
す
甚
だ
し
。
予
、

二
子
の
者
を
殺
し
て
、
以
て
上
帝
に
説
か
ん
と
欲
す
。
其
れ
可
な
か
ら
ん

か
、
と
。
會
證
、
梁
丘
擴
曰
く
、
可
な
り
、
と
。
晏
子
對
へ
ず
。
公
曰
く
、

晏
子
は
如
何
、
と
。
晏
子
曰
く
、
君
、
帆
を
以
て
盆
あ
り
と
爲
す
か
、
と
。

公
曰
く
、
然
り
、
と
。
若
し
以
て
盆
あ
り
と
爲
さ
ば
、
則
ち
詔
も
ま
た
損

あ
ら
ん
。
君
、
輔
を
疏
ん
じ
て
桃
を
遠
ざ
け
、
忠
臣
擁
ま
し
て
、
諫
言
出

で
ず
。
臣
こ
れ
を
聞
く
、
近
臣
黙
し
、
遠
臣
瘤
し
、
衆
口
金
を
礫
（
と
）

か
す
、
と
。
今
、
肌
攝
よ
り
以
東
、
姑
尤
よ
り
以
西
は
、
此
れ
其
の
人
民

衆
し
。
百
姓
の
讐
怨
誹
誇
し
、
君
を
上
帝
に
詔
す
る
者
多
し
。
一
國
誼
し

二
死
と
現
実
の
世
界

九
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て
、
雨
人
覗
す
。
善
く
覗
す
る
者
と
錐
も
、
勝
つ
能
は
ざ
る
な
り
。
且
つ

夫
れ
呪
、
情
を
直
言
す
れ
ば
、
則
ち
吾
が
君
を
誇
る
な
り
。
過
を
隠
匿
す

れ
ば
、
則
ち
上
帝
を
欺
く
な
り
。
上
帝
紳
な
ら
ば
則
ち
欺
く
べ
か
ら
じ
。

上
帝
紳
な
ら
ず
ん
ば
呪
も
ま
た
喬
な
か
ら
ん
。
願
は
く
は
君
こ
れ
を
察
せ

よ
。
然
ら
ず
し
て
無
罪
を
刑
す
る
は
、
夏
商
の
滅
び
し
所
以
な
り
、
と
。

公
曰
く
、
善
く
余
が
惑
を
解
け
、
冠
を
加
へ
よ
、
と
。
會
鑓
に
命
じ
て
齊

國
の
政
を
治
む
る
こ
と
な
く
、
梁
丘
擴
に
賓
客
の
事
を
治
む
る
こ
と
な
か

ら
し
め
、
兼
ね
て
之
を
晏
子
に
属
す
。
晏
子
静
す
。
命
を
得
ず
。
相
を
受

け
て
退
く
。
政
を
把
る
こ
と
改
月
に
し
て
、
君
の
病
い
え
ぬ
。
公
曰
く
、

昔
わ
が
先
君
桓
公
は
、
管
子
を
以
て
力
あ
り
と
爲
し
、
孤
と
穀
と
を
邑
に

し
て
、
以
て
宗
廟
の
鮮
に
共
せ
り
。
其
の
忠
臣
に
賜
へ
ば
、
則
ち
是
れ
忠

臣
な
る
者
多
し
。
子
は
今
の
忠
臣
な
り
。
寡
人
請
ふ
、
子
に
州
款
を
賜
は

ん
、
と
。
辞
し
て
曰
く
、
管
子
は
一
の
美
あ
り
、
嬰
し
か
ざ
る
な
り
。
一

の
悪
あ
り
、
嬰
な
す
に
忍
び
ざ
る
な
り
。
其
の
宗
廟
の
養
は
鮮
な
り
、
と
。

終
に
瀞
し
て
受
け
ず
。
（
景
公
折
且
瘡
、
碁
年
不
已
、
召
會
篭
・
梁
丘
檬
・

晏
子
而
問
焉
日
、
寡
人
之
病
病
美
、
使
史
固
與
帆
佗
、
巡
山
川
宗
廟
、
犠

牲
珪
壁
莫
不
備
具
、
數
其
常
多
先
君
桓
公
、
桓
公
一
則
寡
人
再
、
病
不
已

滋
甚
、
予
欲
殺
二
子
者
、
以
説
子
上
帝
、
其
可
乎
、
會
謂
・
梁
丘
檬
日
、

可
、
晏
子
不
對
、
公
日
、
晏
子
何
如
、
晏
子
日
、
君
以
覗
爲
有
盆
乎
、
公

日
、
然
、
若
以
爲
有
盆
、
則
誼
亦
有
損
也
、
君
疏
輔
而
遠
挑
、
忠
臣
擁
塞
、

諌
言
不
出
、
臣
聞
之
、
近
臣
黙
、
遠
臣
瘤
、
衆
口
礫
金
、
今
自
柳
攝
以
東
、

姑
尤
以
西
者
、
此
其
人
民
衆
美
、
百
姓
之
筈
怨
誹
諺
、
詔
君
子
上
帝
者
多

美
、
一
國
誼
、
雨
人
帆
、
錐
善
覗
者
、
不
能
勝
也
、
且
夫
覗
直
言
情
、
則

誇
吾
君
也
、
隠
匿
過
、
則
欺
上
帝
也
、
上
帝
紳
則
不
可
欺
、
上
帝
不
紳
、

晏
子
檎
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

帆
亦
無
盆
、
願
君
察
之
也
、
不
然
刑
無
罪
、
夏
商
所
以
滅
也
、
公
日
、
善

解
余
惑
、
加
冠
、
命
會
鑓
母
治
齊
國
之
政
、
梁
丘
檬
母
治
賓
客
之
事
、
兼

罵
之
干
晏
子
、
晏
子
瀞
、
不
得
命
、
受
相
退
、
把
政
改
月
、
而
君
病
俊
、

公
日
、
昔
吾
先
君
桓
公
以
管
子
爲
有
力
、
邑
狐
與
穀
、
以
共
宗
廟
之
鮮
、

賜
其
忠
臣
、
則
是
多
忠
臣
者
、
子
今
忠
臣
也
、
寡
人
請
賜
子
州
款
、
鮮
日
、

管
子
有
一
美
、
嬰
不
如
也
、
有
一
悪
、
嬰
不
忍
爲
也
、
其
宗
廟
之
養
鮮
也
、

終
鮮
而
不
受
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

景
公
は
、
夏
の
う
ち
か
ら
、
「
痒
癖
」
、
つ
ま
り
皮
層
の
か
ゆ
く
な
る
病
気
を

患
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
長
び
い
て
秋
に
な
る
と
内
臓
に
ま
で
病
気
が
侵
入
し
、

②

つ
い
に
「
瘡
寒
」
と
い
わ
れ
る
熱
病
に
ま
で
病
勢
が
深
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
病
気
を
治
す
た
め
に
景
公
は
、
山
川
宗
廟
に
祝
を
派
遣
し
て
回
復
を
祈
ら
せ

た
。
そ
れ
も
形
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
え
ら
れ
る
先
君
桓
公
の
も
の
よ

り
も
二
倍
ほ
ど
の
豊
富
な
お
供
え
物
を
捧
げ
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
向
に
病

勢
は
お
と
ろ
え
る
気
配
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
景
公
は
犠
牲
と
し
て
二
人

の
人
間
を
殺
し
て
神
々
に
捧
げ
る
心
づ
も
り
で
、
臣
下
に
は
か
っ
た
。
二
人
の

臣
下
は
そ
れ
を
支
持
し
た
。
し
か
し
、
晏
子
は
そ
の
景
公
の
計
画
に
反
対
し
た
。

し
か
も
、
景
公
の
病
気
へ
の
対
応
の
出
発
点
で
あ
る
祝
の
派
遣
そ
の
も
の
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
晏
子
は
強
い
疑
念
を
発
し
た
。

巫
祝
が
、
人
間
の
真
心
を
神
に
と
り
つ
ぎ
、
告
げ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

同
じ
く
人
間
で
あ
る
民
の
呪
誼
の
念
も
、
等
し
く
神
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
だ

と
す
る
と
、
二
人
の
祝
の
病
気
回
復
の
願
い
と
、
国
の
大
半
の
、
景
公
の
悪
政

を
答
怨
誹
諺
す
る
人
民
の
呪
誼
の
声
と
は
、
ど
ち
ら
が
よ
り
大
き
く
神
を
動
か

す
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
内
の
、
こ
う
し
た
民
の
不
満
や
苦
し
み
を

無
視
し
、
景
公
の
過
ち
を
隠
し
て
、
神
に
祈
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
を

四
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欺
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
帝
が
真
に
神
聖
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
よ
、
フ
な
祝
の
欺
言
は
、
た
だ
ち
に
偽
り
が
見
破
ら
れ
る
で
あ
る
、
７
。
又
、

上
帝
が
神
聖
で
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
祝
が
祈
っ
た
に
し
て
も
、
現
実
に
は
何
の

利
益
も
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
景
公
の
病
気
回
復
に
は
、
何

の
役
に
も
た
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
罪
も
な
い
者
を
殺
し
て
、
犠
牲

に
供
す
る
の
は
、
よ
く
な
い
。
夏
や
商
の
滅
亡
の
原
因
に
、
そ
れ
は
な
ら
》
う
こ

と
で
あ
る
。
ほ
ぼ
以
上
の
よ
書
フ
な
こ
と
を
、
晏
子
は
景
公
に
説
い
た
。

晏
子
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
上
帝
、
つ
ま
り
神
の
下
に
あ
っ
て
は
、
い
か
な
る

虚
偽
も
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
と
、
人
命
を
尊
重
す
る
と
い
、
フ

立
場
と
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
景
公
に
認
め
ら
れ
、
悪
政
の
支
持
者
で
あ
る
と

こ
ろ
の
二
臣
が
退
け
ら
れ
、
代
わ
り
晏
子
が
宰
相
と
し
て
景
公
の
政
治
を
助
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
内
政
が
整
え
ら
れ
、
国
内
の
人
民
の
呪
誼
の
声

も
止
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
を
、
『
晏
子
春
秋
』
で
は
、
「
改

月
に
し
て
、
君
の
病
、
陵
（
い
え
）
ぬ
」
と
記
し
て
い
る
。

景
公
の
癖
と
瘡
と
は
、
山
川
宗
廟
に
祈
っ
た
祝
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
晏
子
が
政
治
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
、
『
晏
子
春
秋
』

で
は
、
そ
の
因
果
関
係
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
、
フ
し
て
み
る
と
、
景

公
の
病
気
の
原
因
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
倭
臣
の
言
に
し
た
が
っ
て
行
っ
た
、

景
公
の
失
政
が
、
そ
の
も
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
、
『
晏
子
春
秋
』
で
は
と
ら

え
て
い
る
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
内
の
政
治
の
動
向
は
、
君
主

た
る
も
の
、
そ
れ
に
い
か
に
顔
を
そ
む
け
、
逃
れ
た
に
し
て
も
、
逃
れ
き
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
結
局
は
、
君
主
と
し
て
の
良
心
の
責
め
を
負
、
う

こ
と
に
な
る
。
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
、
こ
の
責
め
に
よ
る
苦
し
み
は
、
「
気
」
の

変
調
、
あ
る
い
は
衰
え
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
内
の

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

乱
れ
に
よ
っ
て
、
景
公
は
、
「
気
」
の
乱
れ
を
、
自
身
の
体
内
に
来
た
し
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
景
公
の
病
状
の
経
過
か
ら
し
て
、
『
晏
子
春
秋
』
で
も
、
こ
、
フ

し
た
考
え
を
、
そ
の
根
底
に
持
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
推
知
し
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
、
前
述
の
引
用
文
と
類
似
す
る

と
こ
ろ
の
、
『
晏
子
春
秋
』
の
文
章
を
対
比
し
、
重
ね
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

○
景
公
、
晏
子
に
問
ひ
て
曰
く
、
真
人
意
氣
衰
へ
、
身
病
む
こ
と
甚
だ
し
。

今
、
吾
れ
珪
璋
犠
牲
を
具
へ
、
帆
宗
を
し
て
之
を
上
帝
宗
廟
に
薦
め
し
め

ん
と
欲
す
。
意
ふ
に
禮
以
て
輻
を
干
（
も
と
）
む
く
き
か
、
と
。
晏
子
對

へ
て
曰
く
、
嬰
之
を
聞
く
、
古
者
先
君
の
幅
を
干
む
る
や
、
政
か
な
ら
ず

民
に
合
ひ
、
行
か
な
ら
ず
肺
に
順
に
、
宮
室
を
節
に
し
て
、
敢
て
斬
伐
を

大
に
せ
ず
、
以
て
山
林
に
偏
る
こ
と
な
く
、
飲
食
を
節
に
し
て
、
敗
漁
を

多
く
す
る
こ
と
な
く
、
以
て
川
澤
に
偏
る
こ
と
な
し
。
澗
宗
の
事
を
用
ふ

る
や
、
罪
を
辞
し
、
敢
て
求
む
る
所
あ
ら
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
榊
民
と

も
に
順
に
し
て
、
山
川
緑
を
納
る
。
今
、
君
の
政
は
民
に
反
し
、
行
は
脚

に
惇
る
。
宮
室
を
大
に
し
て
、
斬
伐
を
多
く
し
、
以
て
山
林
に
偏
り
、
飲

食
を
羨
し
、
敗
漁
を
多
く
し
て
、
以
て
川
澤
に
偏
る
。
是
を
以
て
民
紳
と

も
に
怨
み
、
山
川
緑
を
収
む
。
司
過
罪
を
薦
め
て
、
祝
宗
輻
を
斬
る
。
意

ふ
に
逆
な
ら
ん
か
、
と
。
公
曰
く
、
寡
人
、
夫
子
に
非
れ
ば
、
此
を
聞
く

所
な
し
。
請
ふ
、
心
を
革
め
行
を
易
へ
ん
、
と
。
是
に
子
て
公
阜
の
遊
を

塵
し
、
海
食
の
獄
を
止
め
、
斬
伐
す
る
も
の
時
を
以
て
し
、
政
漁
す
る
者

數
あ
り
、
居
虚
飲
食
、
之
を
節
し
て
羨
す
こ
と
な
く
、
覗
宗
事
を
用
ふ
る

や
、
罪
を
辞
し
て
敢
て
求
む
る
所
あ
ら
し
め
ず
。
故
に
隣
國
こ
れ
を
忌
み
、

百
姓
こ
れ
を
親
し
む
。
晏
子
没
し
て
後
に
衰
ふ
。
（
景
公
問
子
晏
子
日
、
寡

四
一
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人
意
氣
衰
、
身
病
甚
、
今
吾
欲
具
珪
璋
犠
牲
、
令
帆
宗
薦
之
乎
上
帝
宗
廟
、

意
者
禮
可
以
干
幅
乎
、
晏
子
對
日
、
嬰
聞
之
、
古
者
先
君
之
干
輻
也
、
政

必
合
乎
民
、
行
必
順
乎
紳
、
節
宮
室
、
不
敢
大
斬
伐
、
以
無
偶
山
林
、
節

飲
食
、
無
多
敗
漁
、
以
無
偶
川
澤
、
覗
宗
用
事
、
鮮
罪
而
不
敢
有
所
求
也
、

是
以
紳
民
倶
順
、
而
山
川
納
緑
、
今
君
政
反
乎
民
、
而
行
惇
乎
脚
、
大
宮

室
、
多
斬
伐
、
以
偶
山
林
、
羨
飲
食
、
多
敗
漁
、
以
偶
川
澤
、
是
以
民
榊

倶
怨
、
而
山
川
収
臓
、
司
過
薦
罪
、
而
覗
宗
而
輻
、
意
者
逆
乎
、
公
日
、

真
人
非
夫
子
、
無
所
聞
此
、
請
革
心
易
行
、
子
是
騒
公
阜
之
遊
、
止
海
食

之
献
、
斬
伐
者
以
時
、
敗
漁
者
有
數
、
居
虚
飲
食
、
節
之
勿
羨
、
呪
宗
用

事
、
鮮
罪
而
不
敢
有
所
求
也
、
故
隣
國
忌
之
、
百
姓
親
之
、
晏
子
没
而
後

衰
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
三
内
篇
問
上
第
三
）

こ
こ
で
冒
頭
、
「
寡
人
意
気
衰
へ
、
身
病
む
こ
と
甚
だ
し
」
と
景
公
は
晏
子
に

雲
う
っ
た
え
る
。
こ
、
フ
し
て
、
景
公
を
し
て
病
気
の
原
因
が
「
気
」
の
衰
え
に
あ

る
と
い
、
う
こ
と
を
明
言
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
「
気
」
の
衰
え
に
よ
っ
て
生
じ
た

病
い
を
、
景
公
は
礼
を
と
と
の
え
て
祝
宗
に
祈
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
福
」

つ
ま
り
病
い
の
治
癒
を
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
晏
子
に
問
う
て
い
る
の
で

圭
《
》
フ
（
》
◎

晏
子
は
古
え
の
例
を
引
い
て
、
景
公
の
企
て
が
い
か
に
当
を
失
し
て
い
る
か

を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
お
む
ね
前
の
引
用
文
で

み
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
さ
ら
に
整
理
し
て
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
祝
宗
の
役
わ
り
は
、
も
し
君
主
に
罪
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

を
天
に
謝
る
こ
と
に
尽
き
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
福
」
は
、
祝
宗
に
よ
っ

て
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
い
て
「
福
」
を
求
め
る

な
ら
ば
、
君
主
自
身
、
政
治
を
整
え
、
民
を
安
ん
じ
、
山
林
藪
沢
の
資
源
を
大

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

切
に
使
い
、
あ
く
ま
で
君
民
一
体
と
な
っ
て
つ
つ
し
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
山
川
の
神
々
が
、
祈
ら
な
く
て
も
自
然
に
「
福
禄
」
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
と
、
晏
子
は
説
く
。

景
公
は
今
、
「
意
気
衰
え
、
身
病
む
こ
と
」
が
甚
だ
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
自
体
、
す
で
に
「
福
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
、
晏
子
は
言

い
た
い
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
君
主
と
し
て
自
ら
引
き
お
こ
し
た
国
内
の

混
乱
の
状
況
に
た
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
解
決
さ

れ
な
い
か
ぎ
り
、
病
い
は
治
ら
な
い
と
い
、
７
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
国

政
を
整
え
る
た
め
に
、
晏
子
は
景
公
に
「
心
を
革
め
、
行
い
を
易
（
か
）
へ
ん
」

と
、
一
般
的
な
表
現
で
、
そ
の
方
法
を
説
い
た
。
そ
う
し
て
、
右
の
引
用
文
の

終
り
の
方
に
、
具
体
的
に
そ
れ
を
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
海
産
物
の

上
納
を
少
く
し
、
森
林
の
乱
伐
を
つ
つ
し
み
、
狩
猟
や
漁
携
を
ひ
か
え
目
に
し
、

宮
殿
も
派
手
に
せ
ず
、
飲
食
物
も
質
素
に
す
る
。
こ
う
し
て
人
民
を
い
た
わ
り
、

資
源
を
大
切
に
す
る
日
々
の
つ
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
人
民
お
よ
び
自
然
と
調
和

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
生
ず
る
心
の
安
ら
ぎ
こ
そ
が
、
晏
子
の
い
う
と

こ
ろ
の
「
福
」
に
あ
た
る
の
で
あ
り
、
晏
子
の
生
存
中
は
、
景
公
は
こ
の
「
福
」

を
保
ち
え
た
の
で
あ
る
が
、
晏
子
の
死
後
は
そ
れ
も
罵
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
と
、
右
の
引
用
文
で
は
い
、
フ
。

以
上
、
こ
こ
に
引
い
た
二
つ
の
文
章
を
関
連
さ
せ
て
み
る
と
、
初
め
に
引
い

た
文
章
に
の
べ
ら
れ
て
い
た
癖
や
瘡
な
ど
と
い
う
病
い
も
、
後
の
文
章
の
「
意

気
衰
へ
て
身
病
む
」
と
い
う
こ
と
と
同
列
の
状
態
で
あ
り
、
結
局
、
そ
れ
ら
は

③

す
べ
て
気
の
病
い
の
こ
と
で
あ
る
と
い
、
う
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
で
あ
る
、
フ
。
こ

れ
ら
は
、
君
主
の
場
合
は
、
現
実
の
生
活
を
、
公
私
の
両
面
に
わ
た
っ
て
充
実

調
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
と
い
、
７
の
が
、
そ
の
病
気
の
治
療
の
有

四
二
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効
な
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
祝
宗
の
祈
り
に
よ
っ
て
天
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
と
晏
子
は
強
調
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
病
い
は
「
気
」
の
レ
ベ
ル
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
、
こ
こ

に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
示
す
、
以
下
の
よ
う
な
『
晏
子
春
秋
』

の
記
述
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

○
景
公
水
を
病
む
。
臥
す
こ
と
十
數
日
。
夜
曹
む
。
二
日
と
閾
ひ
て
勝
た
ず
。

晏
子
朝
す
。
公
曰
く
、
夕
者
書
に
二
日
と
閾
ひ
て
、
寡
人
勝
た
ず
。
我
れ

其
れ
死
せ
ん
か
、
と
。
晏
子
對
へ
て
日
は
く
、
請
ふ
書
を
占
ふ
者
を
召
さ

ん
、
と
。
閨
を
出
で
て
、
人
を
し
て
車
を
以
て
曹
を
占
ふ
者
を
迎
へ
し
む
。

至
る
。
曰
く
、
昌
爲
れ
ぞ
召
さ
る
る
、
と
。
晏
子
曰
く
、
夜
者
公
二
日
を

曹
む
。
公
と
闘
ひ
て
勝
た
ず
。
公
曰
く
、
真
人
死
せ
ん
か
、
と
。
故
に
君

に
請
ふ
て
曹
を
占
ふ
。
是
れ
何
の
爲
ぞ
や
。
占
曹
者
曰
く
、
請
ふ
其
の
書

を
反
せ
ん
と
。
晏
子
曰
く
、
書
を
反
す
る
な
か
れ
。
公
病
む
所
の
者
は
陰

な
り
。
日
は
陽
な
り
。
一
陰
二
陽
に
勝
た
ず
。
故
に
病
ま
さ
に
已
え
ん
と

す
。
是
を
以
て
對
へ
よ
、
と
。
占
曹
者
入
る
。
公
曰
く
、
真
人
二
日
と
閾

ひ
て
勝
た
ざ
る
を
書
む
。
寡
人
死
せ
ん
か
、
と
。
占
曹
者
對
へ
て
曰
く
、

公
の
病
む
所
は
陰
な
り
。
日
は
陽
な
り
。
一
陰
二
陽
に
勝
た
ず
。
公
の
病

ま
さ
に
已
え
ん
と
す
、
と
。
居
る
こ
と
三
日
、
公
の
病
大
い
に
愈
ゆ
。
（
景

公
病
水
、
臥
十
數
日
、
夜
曹
、
與
二
日
、
闘
不
勝
、
晏
子
朝
、
公
日
、
夕

者
曹
與
二
日
闘
、
而
寡
人
不
勝
、
我
其
死
乎
、
晏
子
對
日
、
請
召
占
曹
者
、

出
於
閨
使
人
以
車
迎
占
曹
者
、
至
、
日
、
昌
爲
見
召
、
晏
子
日
、
夜
者
公

曹
二
日
、
與
公
闘
不
勝
、
公
日
、
寡
人
死
乎
、
故
請
君
占
曹
、
是
何
爲
也
、

占
曹
者
日
、
請
反
其
書
、
晏
子
日
、
母
反
書
、
公
所
病
者
陰
也
、
日
者
陽

也
、
一
陰
不
勝
二
陽
、
故
病
將
已
、
以
是
對
、
占
曹
者
入
、
公
日
、
寡
人

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

曹
與
二
日
闘
而
不
勝
、
寡
人
死
乎
、
占
曹
者
對
日
、
公
之
所
病
陰
也
、
日

者
陽
也
、
一
陰
不
勝
二
陽
、
公
病
將
已
、
居
三
日
、
公
病
大
愈
Ｉ
『
晏
子

春
秋
』
巻
六
内
篇
雑
下
第
六
）

④

景
公
が
「
水
の
病
い
」
に
か
か
り
、
十
数
日
の
あ
い
だ
床
に
つ
い
て
い
た
。

あ
る
夜
の
夢
に
、
景
公
が
二
つ
の
太
陽
と
戦
っ
て
敗
れ
る
と
い
、
う
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
夢
に
よ
っ
て
景
公
は
自
ら
の
死
を
予
感
し
た
。
晏
子
は
占
夢
者
を
よ

び
、
彼
が
王
に
会
う
ま
え
に
、
彼
に
自
分
の
夢
解
き
の
内
容
を
伝
え
た
。
そ
れ

は
景
公
の
水
の
病
い
を
陰
の
「
気
」
に
よ
る
も
の
と
し
、
夢
の
中
の
太
陽
を
陽

の
「
気
」
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
景
公
の
夢
の
内
容
を
、
一
つ
の

陰
気
が
二
つ
の
陽
気
に
敗
れ
る
と
解
し
、
景
公
の
身
体
に
病
気
を
も
た
ら
し
て

い
る
陰
気
が
退
散
す
る
徴
候
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
晏
子
の

夢
解
き
の
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
景
公
に
伝
え
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
占
夢
者

は
晏
子
の
い
う
と
お
り
に
従
っ
た
。
占
夢
者
か
ら
の
夢
解
き
の
内
容
を
聞
い
た

景
公
は
、
い
だ
い
て
い
た
死
へ
の
驚
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
が
よ
か
っ
た
の
で

あ
る
、
フ
か
。
あ
る
い
は
又
、
治
る
時
が
き
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
晏
子

春
秋
』
で
は
、
あ
く
ま
で
前
者
に
よ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

三
日
後
に
こ
の
病
気
は
治
っ
て
し
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
晏
子
春
秋
』
の
こ
の
引
用
の
部
分
で
は
、
病
い
を
、
そ
の
原
因
お
よ
び
治

癒
の
過
程
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
「
気
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
図
式
化
し

て
く
れ
て
い
る
。
死
の
入
口
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
病
気
が
、
こ
、
フ
し
て
「
気
」

の
レ
ベ
ル
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
死
の
世
界
も
、
そ
の
延

長
線
上
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
明
言
は
、
『
晏
子
春
秋
』
の
な
か
に
は
見
ら
れ
な
い
。

四
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㈲
死
と
葬

す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
、
死
が
人
間
に
と
っ
て
必
ら
ず
し
も
避
け
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
み
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
を
、

ま
た
以
下
の
よ
、
フ
に
も
い
、
フ
。

○
景
公
酒
を
飲
み
て
樂
し
む
。
公
曰
く
、
古
へ
よ
り
し
て
死
な
く
ん
ば
、
其

の
樂
し
み
い
か
ん
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
古
へ
よ
り
し
て
死
な
く
ん

ば
、
則
ち
古
へ
の
樂
し
み
な
り
。
君
何
ぞ
得
ん
。
昔
、
爽
鳩
氏
、
始
め
て

此
の
地
に
居
り
、
季
前
こ
れ
に
因
り
、
有
逢
伯
陵
こ
れ
に
因
り
、
蒲
姑
氏

こ
れ
に
因
り
、
而
る
後
に
太
公
こ
れ
に
因
る
。
古
へ
若
し
死
な
く
ん
ば
、

爽
鳩
氏
の
樂
し
み
に
し
て
、
君
の
願
ふ
所
に
非
る
な
り
、
と
。
（
景
公
飲
酒

樂
、
公
日
、
古
而
無
死
、
其
樂
若
何
、
晏
子
對
日
、
古
而
無
死
、
則
古
之

樂
也
、
君
何
得
焉
、
昔
爽
鳩
氏
、
始
居
此
地
、
季
前
因
之
、
有
逢
伯
陵
因

之
、
蒲
姑
氏
因
之
、
而
後
太
公
因
之
、
古
若
無
死
、
爽
鳩
氏
之
樂
、
非
君

所
願
也
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
七
外
篇
第
七
）

こ
れ
は
晏
子
の
死
に
対
す
る
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

又
、
心
が
ま
え
の
仕
方
と
で
も
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

景
公
は
、
死
が
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
こ
の
酒
に
よ
る
歓
楽
も
、
も
っ
と
増
す
で

あ
る
、
フ
と
し
て
、
こ
の
考
え
を
晏
子
に
支
持
し
て
も
ら
い
、
あ
わ
せ
て
死
へ
の

恐
れ
を
と
り
の
ぞ
い
て
も
ら
ミ
フ
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

明
ら
か
な
よ
、
フ
に
、
晏
子
は
、
死
が
あ
る
か
ら
こ
そ
今
の
楽
し
み
を
楽
し
め
る

の
で
あ
っ
て
、
死
が
無
け
れ
ば
、
楽
し
み
は
古
人
に
独
占
さ
れ
、
現
代
の
人
々

は
楽
し
み
に
与
か
る
こ
と
が
難
か
し
ぐ
な
る
と
、
主
張
す
る
。
こ
う
し
て
、
現

代
人
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
又
、
現
存
の
人
間
に
対
し
て
の
、
死
と
い
、
フ
も
の

へ
の
積
極
的
な
存
在
意
義
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
生
者
の
現

晏
子
榴
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

実
の
生
に
お
け
る
幸
福
は
、
過
去
の
人
々
の
死
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
、
フ
側
面
を
否
定
で
き
な
い
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
、
フ
。
そ
の
た
め
に
死
そ
の
も

の
が
重
視
さ
れ
、
遺
体
に
対
し
て
は
、
生
体
に
対
す
る
の
と
は
一
線
を
厳
し
く

画
し
て
の
礼
が
施
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
以
下
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。

○
景
公
の
檗
妾
嬰
子
死
す
。
公
こ
れ
を
守
り
、
三
日
食
は
ず
、
層
（
は
だ
へ
）

席
に
つ
き
て
去
ら
ず
。
左
右
以
て
復
す
も
、
君
蕊
く
こ
と
な
し
。
晏
子
入

り
て
復
し
て
曰
く
、
術
客
あ
り
書
と
倶
に
し
、
言
ひ
て
曰
く
、
嬰
子
病
死

す
と
聞
く
。
願
は
く
は
請
ふ
之
を
治
せ
ん
、
と
。
公
喜
び
、
遼
か
に
起
ち

て
曰
く
、
病
な
ほ
爲
す
べ
き
か
。
晏
子
曰
く
、
客
の
道
ふ
や
、
以
て
良
書

と
爲
す
。
請
ふ
之
を
嘗
試
み
よ
。
君
請
ふ
屏
潔
沐
浴
飲
食
し
、
病
者
の
宮

を
間
に
せ
よ
。
彼
ま
た
將
に
鬼
紳
の
事
あ
ら
ん
と
す
。
公
曰
く
、
諾
、
と
。

し
り
ぞ
き
て
沐
浴
す
。
晏
子
、
棺
人
を
し
て
入
り
て
数
め
し
む
。
（
景
公
之

壁
妾
嬰
子
死
、
公
守
之
、
三
日
不
食
、
層
著
子
席
不
去
、
左
右
以
復
、
而

君
無
鶏
焉
、
晏
子
入
復
日
、
有
術
客
、
與
書
倶
言
日
、
聞
嬰
子
病
死
、
願

請
治
之
、
公
喜
痩
起
日
、
病
猶
可
爲
乎
、
晏
子
日
、
客
之
道
也
、
以
爲
良

髻
也
、
請
嘗
試
之
、
君
請
屏
潔
沐
浴
飲
食
、
間
病
者
之
宮
、
彼
亦
將
有
鬼

榊
之
事
焉
、
公
日
諾
、
屏
而
沐
浴
、
晏
子
令
棺
人
入
數
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』

巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

景
公
の
愛
妾
、
嬰
子
が
病
死
し
た
。
景
公
は
悲
し
ん
で
三
日
間
食
事
も
と
ら

ず
に
遺
体
に
付
き
そ
っ
て
い
た
。
臣
下
は
入
棺
を
す
す
め
た
が
、
景
公
は
そ
れ

を
拒
ん
だ
の
で
、
臣
下
と
し
て
も
、
そ
れ
に
ま
か
せ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
晏
子
が
よ
ば
れ
た
。
彼
は
策
を
用
い
て
景
公
を
部
屋
か
ら
去
ら
せ
、

そ
の
間
に
入
棺
を
す
ま
せ
た
。
事
態
は
以
下
の
ご
と
く
進
行
す
る
。

四
四
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○
已
に
数
め
て
、
復
し
て
曰
く
、
書
、
病
を
治
す
る
能
は
ず
し
て
、
已
に
数

む
。
敢
て
以
聞
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
と
。
公
、
色
を
作
し
て
説
ば
ず
し
て

曰
く
、
夫
子
書
を
以
て
寡
人
に
命
じ
て
硯
し
め
ず
、
將
に
数
め
ん
と
し
て

以
聞
せ
ず
。
吾
の
君
た
る
、
名
の
み
、
と
。
晏
子
曰
く
、
君
濁
り
死
者
の

以
て
生
か
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
か
。
嬰
こ
れ
を
聞
く
。
君
正
し
く

し
て
臣
從
ふ
。
之
を
順
と
謂
ふ
。
君
僻
に
し
て
臣
從
ふ
。
こ
れ
を
逆
と
謂

ふ
、
と
。
今
、
君
順
に
よ
ら
ず
し
て
僻
を
行
ひ
、
邪
に
從
ふ
者
は
邇
（
ち

か
）
づ
き
、
害
に
導
く
者
は
遠
ざ
か
る
。
蓋
誤
萌
通
し
て
、
賢
良
塵
減
す
。

是
を
以
て
詣
談
、
間
に
繁
く
、
邪
行
國
に
交
る
。
昔
、
吾
が
先
君
桓
公
、

管
仲
を
用
ひ
て
覇
た
り
、
竪
可
を
壁
し
て
滅
ぶ
。
（
已
数
而
復
日
、
書
不
能

治
病
、
已
數
美
、
不
敢
不
以
聞
、
公
作
色
不
説
日
、
夫
子
以
髻
命
寡
人
、

而
不
使
覗
、
將
数
而
不
以
聞
、
吾
之
爲
君
、
名
而
巳
美
、
晏
子
日
、
君
燭

不
知
死
者
之
不
可
以
生
邪
、
嬰
聞
之
、
君
正
臣
從
、
謂
之
順
、
君
僻
臣
從
、

謂
之
逆
、
今
君
不
道
順
而
行
僻
、
從
邪
者
邇
、
導
害
者
遠
、
謹
誤
萌
通
、

而
賢
良
塵
滅
、
是
以
詣
誤
繁
於
間
、
邪
行
交
於
國
也
、
昔
吾
先
君
桓
公
用

管
仲
而
覇
、
檗
乎
竪
可
而
滅
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

当
然
の
こ
と
な
が
ら
景
公
は
怒
っ
た
。
君
主
と
し
て
の
立
場
を
無
視
さ
れ
た

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
晏
子
は
、
こ
れ
を
機
に
、
景
公
の
治
政
を
批

判
す
る
。
今
、
嬰
子
へ
の
執
着
の
あ
ま
り
、
入
棺
も
さ
れ
ず
に
三
日
も
過
ご
さ

れ
て
い
る
景
公
の
周
囲
の
状
況
に
は
、
逆
邪
の
ふ
ん
い
き
が
満
ち
て
い
る
、
と

晏
子
は
い
う
。
こ
れ
は
、
一
た
び
は
管
仲
を
用
い
て
覇
者
と
な
り
な
が
ら
も
、

晩
年
は
竪
可
を
用
い
て
乱
政
を
招
い
た
、
あ
の
桓
公
の
晩
年
の
状
況
に
似
て
い

る
と
述
べ
る
。
そ
、
フ
し
て
、
更
に
い
、
フ
。

○
今
、
君
、
賢
人
の
禮
に
薄
く
し
て
、
壁
妾
の
哀
に
厚
く
す
。
且
つ
古
へ
の

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

聖
王
は
、
私
を
畜
ふ
て
行
を
傷
ら
ず
、
死
を
数
め
て
愛
を
失
は
ず
、
死
を

送
り
て
哀
を
失
は
ず
。
行
ひ
傷
る
と
き
は
則
ち
己
れ
を
溺
ら
し
、
愛
失
ふ

と
き
は
則
ち
生
を
傷
ひ
、
哀
失
ふ
と
き
は
則
ち
性
を
害
す
。
是
故
に
聖
王

は
之
を
節
す
。
則
ち
数
を
畢
へ
て
生
事
を
留
め
ず
、
棺
榔
衣
衾
、
以
て
生

養
を
害
せ
ず
、
実
泣
哀
に
虚
し
て
、
以
て
生
道
を
害
せ
ず
。
（
今
君
薄
於
賢

人
之
禮
、
而
厚
檗
妾
之
哀
、
且
古
之
聖
王
、
畜
私
不
傷
行
、
數
死
不
失
愛
、

邊
死
不
失
哀
、
行
傷
則
溺
己
、
愛
失
則
傷
生
、
哀
失
則
害
性
、
是
故
聖
王

節
之
也
、
即
畢
数
不
留
生
事
、
棺
榔
衣
衾
、
不
以
害
生
養
、
突
泣
虚
哀
、

不
以
害
生
道
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

古
之
の
聖
王
は
、
葬
儀
を
き
ち
ん
と
執
り
行
っ
て
死
者
を
葬
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
愛
憎
の
念
を
断
ち
き
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
葬
礼
も
ほ
ど
よ
い

出
費
に
よ
っ
て
行
い
、
残
さ
れ
た
者
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
の
で

あ
っ
た
、
と
晏
子
は
い
、
７
。
と
こ
ろ
が
、
景
公
の
愛
妾
、
嬰
子
の
死
へ
の
対
応

は
ど
う
評
価
さ
れ
る
で
あ
る
、
フ
か
。

○
今
、
戸
を
朽
ち
し
め
て
以
て
生
を
留
め
、
愛
を
廣
く
し
て
以
て
行
を
傷
ひ
、

哀
を
修
め
て
以
て
性
を
害
す
る
は
、
君
の
失
な
り
。
故
に
諸
侯
の
賓
客
、

吾
國
に
入
る
を
葱
ぢ
、
本
朝
の
臣
、
其
の
職
を
守
る
を
葱
づ
。
君
の
行
い

を
崇
べ
ぱ
、
以
て
民
を
導
く
べ
か
ら
ず
、
君
の
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
れ

ば
、
以
て
国
を
持
す
べ
か
ら
ず
。
且
つ
嬰
こ
れ
を
聞
く
、
朽
ち
て
而
し
て

数
め
ざ
る
、
こ
れ
を
樛
戸
と
謂
ふ
。
臭
し
て
而
し
て
収
め
ざ
る
、
之
を
陳

觜
と
謂
ふ
、
と
。
明
王
の
性
に
反
し
、
百
姓
の
誹
を
行
ひ
、
而
し
て
壁
妾

を
樛
觜
に
内
（
い
）
る
。
此
を
之
れ
不
可
と
爲
す
、
と
。
公
曰
く
、
寡
人

識
ら
ず
。
請
ふ
、
夫
子
に
因
り
て
之
を
爲
さ
ん
、
と
。
（
今
朽
Ｐ
以
留
生
、

廣
愛
以
傷
行
、
修
哀
以
害
性
、
君
之
失
美
、
故
諸
侯
之
賓
客
、
葱
入
吾
國
、

四
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本
朝
之
臣
、
葱
守
其
職
、
崇
君
之
行
、
不
可
以
導
民
、
從
君
之
欲
、
不
可

以
持
國
、
且
嬰
聞
之
、
朽
而
不
數
、
謂
之
樛
Ｐ
、
臭
而
不
収
、
謂
之
陳
觜
、

反
明
王
之
性
、
行
百
姓
之
誹
、
而
内
壁
妾
於
樛
觜
、
此
之
爲
不
可
、
公
日
、

寡
人
不
識
、
請
因
夫
子
、
而
爲
之
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第

一
一
）

今
、
景
公
は
嬰
子
の
Ｆ
体
を
朽
ち
る
に
ま
か
せ
な
が
ら
も
、
ま
だ
生
時
の
愛

情
を
断
ち
き
れ
ず
、
悲
哀
の
念
に
と
ら
わ
れ
て
、
自
ら
の
健
康
を
大
事
に
す
る

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
愛
欲
に
執
着
し
て
、
君
主
と
し
て
の
義
務
を
怠
っ

て
い
る
、
恥
ず
べ
き
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
昔
か
ら
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。
朽

ち
て
い
く
遺
体
を
葬
ら
な
い
の
は
、
「
樛
Ｐ
」
、
つ
ま
り
刑
罰
の
野
ざ
ら
し
の
死

体
と
い
い
、
悪
臭
を
放
つ
ま
で
葬
ら
れ
な
い
ま
ま
の
亡
骸
を
、
「
陳
觜
」
、
す
な

わ
ち
腐
り
き
っ
た
古
い
死
体
と
い
う
、
と
。
今
、
景
公
は
愛
妾
を
「
樛
觜
」
に

し
て
、
国
の
内
外
の
そ
し
り
に
も
耳
を
か
さ
ず
、
聖
王
の
教
え
に
遠
ざ
か
る
こ

と
甚
だ
し
い
、
と
晏
子
は
の
べ
て
い
る
。

晏
子
の
い
、
フ
と
こ
ろ
は
説
得
的
で
あ
り
、
さ
す
が
の
景
公
も
お
れ
て
、
自
ら

の
行
為
を
非
と
し
て
反
省
し
た
。
嬰
子
を
葬
っ
た
こ
と
は
い
、
フ
ま
で
も
な
い
で

あ
る
》
フ
。
『
晏
子
春
秋
』
の
の
べ
る
、
景
公
を
め
ぐ
る
こ
の
話
題
を
と
お
し
て
、

我
々
は
葬
礼
の
持
つ
社
会
的
な
意
義
の
重
大
さ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
は
一
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
人
を
葬
る
た
め
の

葬
礼
の
占
め
る
位
置
は
、
大
き
く
て
重
い
。
葬
礼
を
め
ぐ
る
一
連
の
事
象
の
持

つ
影
響
力
が
、
ど
の
く
ら
い
に
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
我
々

は
以
下
の
記
述
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
篇
フ
。

『
晏
子
春
秋
』
に
お
い
て
は
、
景
公
が
宮
殿
を
み
だ
り
に
拡
張
し
、
そ
の
結

果
、
人
民
の
墓
域
に
ま
で
殿
舎
が
建
て
ら
れ
る
と
い
、
う
よ
、
フ
な
こ
と
が
あ
っ
た

晏
子
椴
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
、
う
し
た
こ
と
は
、
景
公
治
下
の
斉
に
あ
っ
て
は
、
珍

し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
晏
子
春
秋
』
で
は
、
そ
の
た
め

の
、
二
つ
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が

⑤

あ
る
、
フ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
問
題
に
し
な
い
。

○
景
公
、
路
寝
の
臺
を
成
す
。
逢
於
何
、
喪
に
遭
ふ
。
晏
子
に
途
に
遇
ひ
、

馬
前
に
再
拝
す
。
晏
子
車
を
下
り
、
之
を
描
し
て
曰
く
、
子
何
を
以
て
嬰

に
命
ず
る
か
、
と
。
對
へ
て
曰
く
、
於
何
の
母
死
す
。
兆
、
路
寝
の
臺
の

艫
下
に
在
り
。
願
は
く
は
命
を
請
ひ
て
骨
を
合
は
せ
ん
、
と
。
曰
く
、
あ

あ
難
い
か
な
・
然
り
と
誰
も
將
に
子
が
た
め
に
之
を
復
さ
ん
と
す
。
た
ま

た
ま
爲
に
得
ず
ん
ば
、
子
將
に
若
何
せ
ん
と
す
、
と
。
對
へ
て
曰
く
、
夫

の
君
子
は
則
ち
以
（
な
）
す
こ
と
あ
ら
ん
。
わ
が
槽
小
人
の
如
き
は
、
わ

れ
將
に
左
手
に
格
を
擁
し
、
右
手
に
心
を
梱
き
、
立
餓
枯
槁
し
て
死
し
、

以
て
四
方
の
士
に
告
げ
て
日
は
ん
、
於
何
は
其
の
母
を
葬
る
こ
と
能
は
ざ

る
者
な
り
、
と
。
晏
子
曰
く
、
諾
、
と
。
遂
に
入
り
て
公
に
見
え
て
曰
く
、

逢
於
何
と
い
ふ
者
あ
り
、
母
死
す
。
兆
、
路
寝
に
在
り
。
當
に
之
を
如
何

に
す
べ
き
。
合
骨
せ
ん
と
願
ひ
請
ふ
、
と
。
公
、
色
を
な
し
て
悦
ば
ず
、

曰
く
、
古
へ
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
子
ま
た
嘗
て
人
主
の
宮
に
葬
ら
ん
と

請
ふ
者
を
聞
け
る
か
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
古
へ
の
人
君
は
、
其
の

宮
室
節
に
し
て
、
生
民
の
居
を
侵
さ
ず
。
臺
樹
倹
に
し
て
、
死
人
の
墓
を

残
は
ず
。
故
に
未
だ
嘗
て
こ
れ
を
人
主
の
宮
に
葬
ら
ん
と
請
ふ
者
を
聞
か

ざ
る
な
り
。
今
、
君
侈
り
て
宮
室
を
つ
く
り
、
人
の
居
を
奪
ひ
、
廣
く
臺

樹
を
つ
く
り
、
人
の
墓
を
残
ふ
。
是
れ
生
者
は
愁
憂
し
て
、
安
虚
す
る
こ

と
を
得
ず
、
死
者
は
離
易
し
て
、
骨
を
合
す
る
こ
と
を
得
ず
、
豐
樂
侈
遊
、

生
死
に
兼
傲
す
。
人
君
の
行
い
に
非
る
な
り
。
欲
を
遂
げ
求
を
滿
し
て
、
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細
民
を
顧
み
ざ
る
は
、
存
の
道
に
非
ず
。
且
つ
嬰
こ
れ
を
聞
く
、
生
者
安

き
を
得
ず
、
之
を
な
づ
け
て
、
憂
を
蓄
ふ
と
日
ふ
、
死
者
葬
る
を
得
ず
、

之
を
な
づ
け
て
哀
を
蓄
ふ
と
日
ふ
、
と
。
憂
を
蓄
ふ
る
者
は
怨
ま
れ
、
哀

を
蓄
ふ
る
者
は
危
し
。
君
、
之
を
許
す
に
如
か
ず
、
と
。
公
曰
く
、
諾
、

と
。
晏
子
出
ず
、
梁
丘
檬
曰
く
、
昔
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
嘗
て
公

宮
に
葬
む
る
を
求
む
る
者
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
若
何
ん
ぞ
之
を
許
せ
る
、

と
。
公
曰
く
、
人
の
居
を
削
り
、
人
の
墓
を
残
ひ
、
人
の
喪
を
凌
ぎ
、
其

の
葬
を
禁
ず
。
是
れ
生
者
に
於
て
施
す
こ
と
な
く
、
死
者
に
於
て
禮
な
き

な
り
。
詩
に
云
ふ
、
穀
き
て
は
則
ち
室
を
異
に
し
、
死
し
て
は
則
ち
穴
を

同
じ
く
す
、
と
。
吾
あ
へ
て
許
さ
ざ
ら
ん
や
、
と
。
逢
於
何
つ
ひ
に
其
の

母
を
路
寝
の
騰
下
に
葬
る
。
衰
を
解
き
経
を
去
り
、
布
衣
滕
履
、
玄
冠
薩

武
、
踊
し
て
実
せ
ず
、
僻
し
て
拝
せ
ず
、
已
に
し
て
乃
ち
涕
演
し
て
去
る
。

（
景
公
成
路
寝
之
臺
、
逢
於
何
遭
喪
、
遇
晏
子
於
途
、
再
拝
乎
馬
前
、
晏

子
下
車
、
描
之
日
、
子
何
以
命
嬰
也
、
對
日
、
於
何
之
母
死
、
兆
在
路
寝

之
臺
騰
下
、
願
請
命
合
骨
、
日
、
嗜
、
難
哉
、
錐
然
將
爲
子
復
之
、
適
爲

不
得
、
子
將
若
何
、
對
日
、
夫
君
子
則
有
以
、
如
我
傍
小
人
、
吾
將
左
手

擁
格
、
右
手
梱
心
、
立
餓
枯
槁
而
死
、
以
告
四
方
之
士
、
日
、
於
何
不
能

葬
其
母
者
也
、
晏
子
日
、
諾
、
遂
入
見
公
日
、
有
逢
於
何
者
、
母
死
、
兆

在
路
寝
、
當
如
之
何
、
願
請
合
骨
、
公
作
色
不
悦
、
日
、
古
之
及
今
、
子

亦
嘗
聞
請
葬
人
主
之
宮
者
乎
、
晏
子
對
日
、
古
之
人
君
、
其
宮
室
節
、
不

侵
生
民
之
居
、
臺
樹
倹
、
不
残
死
人
之
墓
、
故
末
嘗
聞
諸
請
葬
人
主
之
宮

者
也
、
今
君
侈
爲
宮
室
、
奪
人
之
居
、
廣
爲
臺
樹
、
残
人
之
墓
、
是
生
者

愁
憂
、
不
得
安
虚
、
死
者
離
易
、
不
得
合
骨
、
豐
樂
侈
遊
、
兼
傲
生
死
、

非
人
君
之
行
也
、
逢
欲
滿
求
、
不
顧
細
民
、
非
存
之
道
、
且
嬰
聞
之
、
生

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

者
不
得
安
、
命
之
日
蓄
憂
、
死
者
不
得
葬
、
命
之
日
蓄
哀
、
蓄
憂
者
怨
、

蓄
哀
者
危
、
君
不
如
許
之
、
公
日
、
諾
、
晏
子
出
、
梁
丘
檬
日
、
自
昔
及

今
、
未
嘗
聞
求
葬
公
宮
者
也
、
若
何
許
之
、
公
日
、
削
人
之
居
、
残
人
之

墓
、
凌
人
之
喪
、
而
禁
其
葬
、
是
於
生
者
無
施
、
於
死
者
無
禮
、
詩
云
、

穀
則
異
室
、
死
則
同
穴
、
吾
敢
不
許
乎
、
逢
於
何
、
遂
葬
其
母
路
寝
之
煽

下
、
解
衰
去
経
、
布
衣
滕
履
、
玄
冠
並
武
、
踊
而
不
実
、
僻
而
不
拝
、
已

乃
涕
湊
而
去
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
蕾
フ
に
も
い
、
フ
。

○
景
公
路
寝
の
宮
に
宿
す
。
夜
分
に
し
て
、
西
方
に
男
子
の
実
す
る
者
あ
る

を
聞
く
。
公
こ
れ
を
悲
し
み
、
明
日
朝
し
て
晏
子
に
問
ひ
て
曰
く
、
寡
人
、

夜
者
、
西
方
に
男
子
の
実
す
る
者
あ
る
を
聞
く
。
聲
は
な
は
だ
哀
し
く
、

氣
は
な
は
だ
悲
し
む
。
こ
れ
な
ん
す
る
者
ぞ
。
寡
人
こ
れ
を
哀
し
む
、
と
。

晏
子
對
へ
て
曰
く
、
西
郭
に
徒
居
す
る
布
衣
の
士
、
盆
成
造
な
り
。
父
の

孝
子
、
兄
の
順
弟
な
り
。
ま
た
嘗
て
孔
子
の
門
人
た
り
。
今
そ
の
母
不
幸

に
し
て
死
し
、
耐
枢
未
だ
葬
ら
ず
。
家
貧
に
身
老
い
子
揺
の
み
。
力
合
耐

す
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
恐
る
。
是
を
以
て
悲
し
む
な
り
、
と
。
公
曰
く
、

子
寡
人
が
た
め
に
之
を
弔
し
、
因
っ
て
其
の
偏
耐
い
づ
れ
の
所
に
在
る
か

を
問
へ
、
と
。
晏
子
命
を
奉
じ
、
往
き
て
弔
す
。
而
し
て
偏
の
在
る
所
を

問
ふ
。
盆
成
造
再
拝
稽
首
し
て
起
た
ず
。
曰
く
、
偏
耐
路
寝
に
寄
す
。
地

下
の
臣
と
な
り
、
札
を
擁
し
て
筆
を
惨
り
、
宮
殿
中
右
陛
の
下
に
給
事
す

る
こ
と
を
得
た
り
。
某
日
を
以
て
送
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
も
、
未
だ
君
の
意

を
得
ざ
る
な
り
。
窮
困
し
て
以
て
之
を
圖
る
こ
と
な
し
。
布
唇
枯
舌
、
焦

心
熱
中
す
。
今
、
君
辱
と
せ
ず
し
て
之
に
臨
む
。
願
は
く
は
君
こ
れ
を
圖

れ
、
と
。
晏
子
曰
く
、
然
り
。
此
れ
人
の
甚
だ
重
き
者
な
り
。
而
も
恐
ら

四
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く
は
君
許
さ
ざ
ら
ん
、
と
。
盆
成
造
、
電
然
と
し
て
曰
く
、
凡
て
君
に
在

る
の
み
。
且
つ
臣
こ
れ
を
聞
く
、
越
王
勇
を
好
み
て
、
其
の
民
死
を
輕
ん

じ
、
楚
の
霊
王
細
腰
を
好
み
て
、
其
の
朝
餓
死
の
人
多
し
。
子
晉
は
其
の

君
に
忠
な
り
。
故
に
天
下
皆
得
て
以
て
子
と
な
さ
ん
こ
と
を
願
ふ
、
と
。

今
人
の
子
臣
と
な
り
て
、
其
の
親
戚
を
離
散
せ
ぱ
、
孝
な
ら
ん
や
。
以
て

臣
と
な
す
に
足
ら
ん
や
。
若
し
此
に
し
て
鮒
す
る
こ
と
を
得
ば
、
是
れ
臣

を
生
か
し
て
死
母
を
安
ん
ず
る
な
り
。
若
し
此
に
し
て
得
ず
ん
ば
、
則
ち

臣
請
ふ
Ｐ
車
を
執
き
て
、
之
を
國
門
の
外
、
宇
溜
の
下
に
寄
せ
ん
。
身
あ

へ
て
飲
食
せ
ず
、
轤
を
擁
し
籍
を
執
り
、
木
乾
鳥
栖
し
、
肉
を
祖
し
骸
を

暴
し
、
以
て
君
の
之
を
慰
む
を
望
ま
ん
。
賎
臣
愚
な
り
と
錐
も
、
霜
か
に

意
ふ
、
明
君
の
哀
れ
み
て
忍
び
ざ
ら
ん
こ
と
を
、
と
。
晏
子
入
り
て
公
に

復
す
。
公
盆
然
と
し
て
色
を
作
し
て
怒
り
て
曰
く
、
子
何
ぞ
必
ら
ず
し
も

こ
の
言
を
患
へ
て
、
而
し
て
真
人
に
教
ふ
る
や
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、

嬰
こ
れ
を
聞
く
、
忠
は
危
を
避
け
ず
、
愛
は
悪
言
な
し
、
と
。
且
つ
嬰
も

と
よ
り
以
て
之
を
難
ん
ず
。
今
君
螢
虚
し
て
瀞
観
を
爲
し
、
既
に
人
の
有

を
奪
ひ
、
又
そ
の
葬
を
禁
ぜ
ば
、
仁
に
非
る
な
り
。
心
を
蝉
に
し
鶏
を
傲

ら
し
、
民
の
憂
ひ
を
伽
ま
ざ
る
は
、
義
に
非
る
な
り
。
い
か
ん
ぞ
鶏
く
こ

と
勿
ら
ん
、
と
。
因
り
て
盆
成
造
の
瀞
を
道
ふ
。
公
噌
然
と
し
て
太
息
し

て
曰
く
、
悲
し
い
か
な
。
子
ま
た
言
ふ
こ
と
勿
れ
、
と
。
迺
ち
男
子
の
祖

免
し
、
女
子
の
髪
笄
す
る
者
百
數
を
以
て
爲
に
凶
門
を
開
き
て
、
以
て
盆

成
遥
を
迎
へ
し
む
。
造
衰
経
を
脱
し
、
條
綴
を
冠
し
、
縁
を
墨
し
て
以
て

公
に
見
ゆ
。
公
曰
く
、
吾
こ
れ
を
聞
く
、
五
子
あ
る
も
隅
に
滿
た
し
め
ず
。

一
子
あ
ら
ば
朝
に
滿
た
す
べ
し
、
と
。
迺
ち
子
に
非
ず
や
、
と
。
盆
成
迺
、

是
に
子
て
事
に
臨
む
に
敢
て
実
せ
ず
、
事
を
奉
ず
る
に
禮
を
以
て
し
、
畢

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

り
て
門
を
出
で
て
、
然
る
後
に
聲
を
筆
ぐ
。
（
景
公
宿
於
路
寝
之
宮
、
夜
分

聞
西
方
有
男
子
突
者
、
公
悲
之
、
明
日
朝
問
於
晏
子
日
、
寡
人
夜
者
聞
西

方
有
男
子
突
者
、
聲
甚
哀
、
氣
甚
悲
、
是
実
爲
者
也
、
寡
人
哀
之
、
晏
子

對
日
、
西
郭
徒
居
布
衣
之
士
盆
成
造
也
、
父
之
孝
子
、
兄
之
順
弟
也
、
又

嘗
爲
孔
子
門
人
、
今
其
母
不
幸
而
死
、
耐
枢
未
葬
、
家
貧
身
老
子
揺
、
恐

力
不
能
合
耐
、
是
以
悲
也
、
公
日
、
子
爲
真
人
弔
之
、
因
問
其
偏
耐
何
所

在
、
晏
子
奉
命
往
弔
、
而
問
偏
之
所
在
、
盆
成
造
再
拝
稽
首
而
不
起
、
日
、

偏
耐
寄
子
路
寝
、
得
爲
地
下
之
臣
擁
札
惨
筆
、
給
事
宮
殿
中
右
陛
之
下
、

願
以
某
日
邊
、
未
得
君
之
意
也
、
窮
困
無
以
圖
之
、
布
唇
枯
舌
、
焦
心
熱

中
、
今
君
不
辱
而
臨
之
、
願
君
圖
之
、
晏
子
日
、
然
此
人
之
甚
重
者
也
、

而
恐
君
不
許
也
、
盆
成
造
整
然
日
、
凡
在
君
耳
、
且
臣
聞
之
、
越
王
好
勇
、

其
民
輕
死
、
楚
霊
王
好
細
腰
、
其
朝
多
餓
死
人
、
子
晉
忠
其
君
、
故
天
下

皆
願
得
以
爲
子
、
今
爲
人
子
臣
、
而
離
散
其
親
戚
、
孝
乎
哉
、
足
以
爲
臣

乎
、
若
此
而
得
耐
、
是
生
臣
安
死
母
也
、
若
此
而
不
得
、
則
臣
請
較
Ｐ
車
、

而
寄
之
於
國
門
外
、
宇
溜
之
下
、
身
不
敢
飲
食
、
擁
轤
執
絡
、
木
乾
鳥
栖
、

祖
肉
暴
骸
、
以
望
君
慰
之
、
賤
臣
錐
愚
、
霜
意
明
君
哀
而
不
忍
也
、
晏
子

入
復
乎
公
、
公
念
然
作
色
而
怒
日
、
子
何
必
患
若
言
、
而
教
寡
人
乎
、
晏

子
對
日
、
嬰
聞
之
、
忠
不
避
危
、
愛
無
悪
言
、
且
嬰
固
以
難
之
美
、
今
君

螢
虚
爲
瀧
観
、
既
奪
人
有
、
又
禁
其
葬
、
非
仁
也
、
騨
心
傲
驍
、
不
伽
民

憂
、
非
義
也
、
若
何
勿
鶏
、
因
道
盆
成
造
之
鮮
、
公
哨
然
太
息
日
、
悲
乎

哉
、
子
勿
復
言
、
迺
使
男
子
祖
免
、
女
子
髪
笄
者
、
以
百
數
、
爲
開
凶
門
、

以
迎
盆
成
造
、
造
脱
衰
経
、
冠
條
繧
、
墨
縁
以
見
乎
公
、
公
日
、
吾
聞
之
、

五
子
不
滿
隅
、
一
子
可
滿
朝
、
非
迺
子
耶
、
盆
成
造
干
是
臨
事
不
敢
突
、

奉
事
以
禮
、
畢
出
門
、
然
後
筆
聲
焉
ｌ
『
晏
子
春
秋
』
巻
七
外
篇
第
七
）

四
八
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⑥

傍
小
人
と
自
称
す
る
逢
於
何
と
、
布
衣
の
士
、
盆
成
造
と
い
う
、
い
ず
れ
も

身
分
は
高
く
な
い
二
人
が
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ
同
じ
立
場
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
。

景
公
の
宮
殿
の
そ
ば
に
台
樹
が
建
て
ら
れ
た
と
き
、
逢
於
何
の
父
の
墓
地
は
、⑦

そ
の
用
地
と
し
て
没
収
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
路
寝
の
台
の
煽
下
」

が
、
そ
の
墓
の
あ
っ
た
、
よ
り
詳
し
い
場
所
で
あ
る
。
盆
成
遥
の
父
の
墓
は
、

宮
殿
の
「
右
陛
の
下
」
、
つ
ま
り
正
殿
に
か
か
る
右
側
の
階
段
の
下
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

逢
於
何
の
母
が
亡
く
な
っ
た
。
時
の
前
後
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
盆
成

造
の
母
も
死
亡
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
亡
母
を
、
亡
父
の
墓
地
に
合
葬
し

よ
、
７
と
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
逢
於
何
の
場
合
、
「
合
骨
」
と
い
い
、
盆
成
遥
の

方
は
「
合
耐
」
と
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
両
方
と
も
、
そ
の
こ
と
の
実
現
に

は
大
変
な
困
難
が
予
想
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
実
現
す
る
こ
と
は
断
念
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
の
ど
と
く
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
君
主
の
宮
殿
内
に
、
庶
民
が
そ

の
親
を
葬
る
と
い
う
大
そ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
二

人
と
も
、
と
も
に
晏
子
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
景
公
の
許
可
を
得
よ
》
フ
と
し
た
。

晏
子
か
ら
逢
於
何
の
申
し
出
を
聞
い
て
、
景
公
は
、
例
に
よ
っ
て
「
色
を
な

し
て
悦
ば
ず
」
、
そ
の
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
晏
子
は
以
下
の
よ
、
フ
に

説
い
た
。
宮
殿
を
派
手
に
増
築
し
て
、
人
民
の
墓
地
を
と
り
こ
わ
す
よ
う
な
行

為
は
、
「
生
者
は
愁
憂
し
て
安
処
す
る
こ
と
を
得
ず
、
死
者
は
離
易
し
て
、
骨
を

合
す
る
こ
と
を
得
な
い
」
こ
と
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
生
者
の
憂
え
を
蓄
え
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
上
に
、
死
者
を
葬
る
こ
と
の
で
き
な
い
哀
し
み
を
蓄
え
る
こ

と
に
も
な
る
。
世
に
「
憂
を
蓄
え
る
者
は
怨
ま
れ
、
哀
み
を
蓄
え
る
者
は
危
い
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。
君
主
た
る
も
の
、
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。

晏
子
の
説
得
の
要
点
は
、
国
内
の
人
民
の
誇
怨
の
積
み
重
な
り
に
、
景
公
は

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
る
、
う
と
い
、
フ
、
忠
告
に
あ
る
。
景
公
も
晏
子
の
い
、
フ
と
こ

ろ
に
深
く
同
意
し
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
宮
殿
敷
地
内
へ
の
合
骨
に
強
く

⑧

反
対
す
る
臣
下
も
い
た
の
で
あ
る
が
、
景
公
自
ら
『
詩
経
』
の
「
穀
（
い
）
き

て
は
則
ち
室
を
異
に
し
、
死
し
て
は
則
ち
穴
を
同
じ
く
す
」
と
い
う
句
を
引
い

て
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
説
得
し
、
さ
ら
に
合
骨
を
許
す
こ
と
が
、
生
者
の
孝
に

報
い
る
こ
と
で
あ
り
、
死
者
に
対
す
る
礼
に
も
か
な
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ

る
と
、
い
い
き
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

盆
成
遥
の
場
合
は
、
か
つ
て
孔
子
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
盆
成
造
は
い
う
。
父
の
墓
地
が
宮
殿
用
地
と
し
て
没
収
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
父
は
地
下
で
臣
下
と
な
り
、
札
を
擁
し
、
筆
を
惨
（
と
）
り
、

宮
殿
中
右
陛
の
下
に
給
事
す
る
こ
と
を
得
た
り
」
と
述
べ
、
死
後
も
地
下
で
使

命
を
果
た
し
て
い
る
亡
父
の
と
こ
ろ
へ
、
亡
母
を
お
く
り
た
い
と
。
さ
ら
に
、

こ
、
フ
し
た
自
ら
の
立
場
が
「
孝
」
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、
「
今
、
人
の
子
、
臣

と
な
り
て
、
其
の
親
戚
を
離
散
せ
ぱ
、
孝
な
ら
ん
や
」
と
い
う
表
現
で
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
盆
成
造
の
い
う
「
孝
」
は
、
合
梢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
下

の
父
母
を
離
散
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
、
そ
の
完
結
点
と

し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
盆
成
造
の
立
場
を
支
持
す
る
晏
子
は
、
「
今
、
君

螢
処
し
て
瀧
観
を
な
し
、
す
で
に
人
の
有
を
奪
い
、
又
そ
の
葬
を
禁
ぜ
ぱ
、
仁

に
も
非
ざ
る
な
り
。
心
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
聴
を
お
ど
ら
し
、
民
の
憂
を
伽
ま

ざ
る
は
、
義
に
非
ざ
る
な
り
。
若
荷
ぞ
聴
く
こ
と
な
か
ら
ん
」
と
述
べ
、
仁
・

義
と
い
う
道
徳
に
照
ら
し
て
も
盆
成
造
の
願
い
を
し
り
ぞ
け
る
べ
き
で
な
い
こ

と
を
力
説
す
る
。

二
つ
の
挿
話
を
通
じ
て
、
葬
と
い
、
う
こ
と
の
持
つ
、
大
き
な
力
に
我
々
は
思

い
を
い
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逢
於
何
の
願
い
や
盆
成
造
の
主
張
を
ぬ

四
九
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山
野
や
台
樹
等
で
の
遊
び
に
お
い
て
、
景
公
が
よ
く
「
死
」
と
い
、
う
こ
と
に

直
面
し
た
の
は
、
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
み
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か

し
、
今
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
の
は
、
人
の
死
亡
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
は
遊
び
を
な
か
だ
ち
と
し
て
生
ず
る
、
景
公
に
と
っ
て
、
そ
の
生
命
と
等
価

と
も
と
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
、
斉
国
の
運
命
、
あ
る
い
は
国
家
の
興
亡
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
あ
る
い
み
で
国
家
と
い
う
も
の

の
、
い
わ
ば
死
亡
と
い
、
フ
よ
》
フ
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
第
一

章
以
来
の
こ
と
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
を
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

き
に
し
て
も
、
葬
そ
れ
自
体
の
持
つ
社
会
的
な
力
の
大
き
さ
は
、
君
権
を
も
し

の
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
よ
っ
て
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
人
間
の
愛
憎
を
超
え
る
の
み
で
な
く
、
世
俗
の
最
高
の
権
力
を
も

左
右
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
葬
と
い
う
現
実
の
行
為
の
み

に
よ
っ
て
そ
、
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
葬
礼
が
死
の
世
界
に
連

な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
力
を
発

揮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
合
骨
と
い
い
、
合
柑
と

⑨

い
う
の
は
、
死
後
の
世
界
で
の
夫
婦
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

一
般
化
し
て
い
え
ば
、
家
族
と
し
て
の
共
同
体
性
を
、
永
遠
に
保
障
す
る
と
い

》
７
こ
と
を
示
す
、
現
実
を
超
え
た
大
き
な
力
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
死

が
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
連
な
る
葬
礼
が
、
現
実
の
社
会
生
活
に
大
き
な
力
を
発

揮
す
る
の
は
、
実
は
そ
れ
は
こ
の
こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
、
み
て

よ
い
で
あ
る
、
フ
。

三
国
の
興
亡
と
礼

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

○
景
公
ま
さ
に
溜
上
に
観
（
あ
そ
）
ば
ん
と
す
。
晏
子
と
間
立
す
。
公
瑁
然

と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
鳴
呼
、
國
を
し
て
長
く
保
ち
て
子
孫
に
傳
ふ
く
か

ら
し
め
ば
、
あ
に
樂
し
か
ら
ず
や
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
嬰
聞
く
、

明
王
は
徒
ら
に
立
た
ず
、
百
姓
は
虚
し
く
至
ら
ず
、
と
。
今
、
君
政
を
以

て
國
を
乱
り
、
行
を
以
て
民
を
棄
つ
る
こ
と
久
し
・
而
る
に
聲
こ
れ
を
保

た
ん
と
欲
す
。
ま
た
難
か
ら
ず
や
。
嬰
こ
れ
を
聞
く
、
能
く
長
く
國
を
保

つ
者
は
、
能
く
善
を
終
る
者
な
り
。
諸
侯
竝
び
立
ち
、
能
く
善
を
終
る
者

は
長
と
な
り
、
列
士
竝
ぴ
學
ぴ
、
能
く
善
を
終
る
者
は
師
と
な
る
、
と
。

む
か
し
先
君
桓
公
、
其
の
ま
さ
に
賢
に
任
じ
て
徳
を
贄
く
る
の
時
、
亡
國

侍
ん
で
以
て
存
し
、
危
國
仰
ぎ
て
以
て
安
し
。
是
を
以
て
民
そ
の
政
を
樂

し
み
、
世
そ
の
徳
を
高
し
と
し
、
遠
き
に
行
き
、
暴
を
征
し
、
勢
す
る
も

の
疾
ま
ず
。
海
内
を
駆
り
て
天
子
に
朝
せ
し
め
て
、
諸
侯
怨
み
ず
。
是
の

時
に
當
り
て
、
盛
君
の
行
い
も
こ
れ
よ
り
進
む
こ
と
能
は
ず
。
其
の
卒
に

し
て
衰
ふ
る
に
及
び
て
、
徳
に
怠
り
て
樂
し
み
に
井
し
、
身
は
婦
侍
に
溺

れ
て
、
謀
は
竪
可
に
因
る
。
是
を
以
て
民
そ
の
政
に
苦
し
み
て
、
世
そ
の

行
い
を
そ
し
る
。
故
に
身
胡
宮
に
死
し
て
筆
せ
ず
、
墨
出
て
収
め
ら
れ
ず
。

是
の
時
に
當
り
て
、
桀
紺
の
卒
も
こ
れ
よ
り
悪
し
き
こ
と
能
は
ず
。
詩
に

曰
く
、
初
め
あ
ら
ざ
る
摩
し
、
克
く
終
り
あ
る
鮮
し
、
と
。
善
を
終
る
能

は
ざ
る
者
は
、
其
の
君
を
遂
げ
し
め
ず
。
今
、
君
、
民
に
臨
む
こ
と
憲
離

の
若
く
、
善
を
見
て
は
熱
を
避
く
る
が
若
く
、
政
を
凱
し
て
賢
を
危
く
し
、

必
ら
ず
衆
に
逆
ら
ひ
、
欲
を
民
に
津
に
し
て
、
下
を
詠
虐
す
。
恐
ら
く
は

身
に
及
ば
ん
。
嬰
年
老
い
て
、
君
の
使
い
を
待
つ
こ
と
能
は
ず
。
行
革
む

る
こ
と
能
は
ず
ん
ば
、
則
ち
節
を
持
し
て
以
て
世
を
没
せ
ん
の
み
、
と
。

（
景
公
將
観
干
溜
上
、
與
晏
子
間
立
、
公
噌
然
歎
日
、
鳴
呼
、
使
國
可
長

五
○
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保
而
傳
子
子
孫
、
豈
不
樂
哉
、
晏
子
對
日
、
嬰
聞
、
明
王
不
徒
立
、
百
姓

不
虚
至
、
今
君
以
政
凱
國
、
以
行
棄
民
久
美
、
而
聲
欲
保
之
、
不
亦
難
乎
、

嬰
聞
之
、
能
長
保
國
者
、
能
終
善
者
也
、
諸
侯
竝
立
、
能
終
善
者
爲
長
、

列
士
竝
學
、
能
終
善
者
爲
師
、
昔
先
君
桓
公
、
其
方
任
賢
而
賛
徳
之
時
、

亡
國
侍
以
存
、
危
國
仰
以
安
、
是
以
民
樂
其
政
、
而
世
高
其
徳
、
行
遠
征

暴
、
勢
者
不
疾
、
駆
海
内
使
朝
天
子
、
而
諸
侯
不
怨
、
當
是
時
、
盛
君
之

行
、
不
能
進
焉
、
及
其
卒
而
衰
、
怠
干
徳
、
而
井
干
樂
、
身
溺
干
婦
侍
、

而
謀
因
竪
。
、
是
以
民
苦
其
政
、
而
世
非
其
行
、
故
身
死
乎
胡
宮
而
不
學
、

暴
出
而
不
収
、
當
是
時
也
、
桀
紺
之
卒
、
不
能
悪
焉
、
詩
日
、
塵
不
有
初
、

鮮
克
有
終
、
不
能
終
善
者
、
不
遂
其
君
、
今
君
臨
民
、
若
冠
雛
、
見
善
若

避
熱
、
凱
政
而
危
賢
、
必
逆
干
衆
、
騨
欲
子
民
、
而
誹
虐
干
下
、
恐
及
干

身
、
嬰
之
年
老
、
不
能
待
干
君
使
美
、
行
不
能
革
、
則
持
節
以
没
世
耳
Ｉ

『
晏
子
春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上
第
二

⑩

こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
観
（
あ
そ
び
）
」
は
、
溜
水
の
上
（
ほ
と

り
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
川
の
流
れ
が
、
景
公
の
想
念
を
、
う
ご
か
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
「
国
を
長
く
保
っ
て
、
代
々
子
孫
に
伝
え
つ
づ
け
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
に
よ
い
で
あ
る
管
フ
か
」
と
い
、
７
。
景
公
の
心
に
は
、

す
で
に
亡
国
の
お
そ
れ
が
兆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

景
公
は
、
晏
子
に
指
摘
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
の
行
い
に
つ
い
て
は
、

心
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
身
、
朝
宮
に
死
し
て
挙
せ
ず
、

虫
出
で
て
収
め
ら
れ
ず
」
と
い
う
、
「
桀
肘
の
死
も
こ
れ
よ
り
悪
し
き
こ
と
能
は

ず
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
悲
惨
な
死
を
招
い
た
先
君
桓
公
に
も
比
せ
ら
れ
る
悪
政

を
、
景
公
は
現
に
行
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に

晏
子
に
、
景
公
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
を
長
く
保
ち
、
子
孫
に
伝
え
る
こ
と

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

の
出
来
そ
う
に
な
い
自
分
の
立
場
を
、
こ
の
た
び
の
遊
び
に
お
い
て
、
景
公
は

さ
と
っ
た
。

ま
た
、
景
公
は
、
遊
び
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
台
樹
か
ら
の
展

望
を
楽
し
ん
で
い
る
と
き
、
以
下
の
よ
う
に
も
、
国
の
亡
ぶ
こ
と
に
思
い
を
い

た
し
た
。

○
景
公
、
晏
子
と
寝
に
登
り
て
國
を
望
む
。
公
俄
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、

後
嗣
を
し
て
世
世
に
此
を
有
た
し
め
ば
、
豈
に
不
可
な
ら
ん
や
、
と
。
晏

子
曰
く
、
臣
聞
く
、
明
君
は
必
ず
務
め
て
其
の
治
を
正
し
、
以
て
民
を
利

す
る
を
事
と
し
、
然
る
後
に
子
孫
こ
れ
を
享
く
。
詩
に
云
ふ
、
武
王
あ
に

事
と
せ
ざ
ら
ん
や
。
厭
の
孫
謀
を
胎
し
、
以
て
子
を
燕
翼
す
、
と
。
今
、

君
快
怠
に
虚
り
、
逆
政
民
を
害
す
る
こ
と
日
あ
り
。
而
る
に
な
ほ
こ
の
言

を
出
す
。
ま
た
甚
だ
し
か
ら
ず
や
、
と
。
（
景
公
與
晏
子
登
寝
而
望
國
、
公

俄
然
而
歎
日
、
使
後
嗣
世
世
有
此
、
豈
不
可
哉
、
晏
子
日
、
臣
聞
、
明
君

必
務
正
其
治
、
以
事
利
民
、
然
後
子
孫
享
之
、
詩
云
、
武
王
豈
不
事
、
胎

厭
孫
謀
、
以
燕
翼
子
、
今
君
虚
子
、
今
君
虚
侠
怠
、
逆
政
害
民
有
日
美
、

而
猶
出
若
言
、
不
亦
甚
乎
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

こ
こ
に
「
寝
に
登
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
路
寝
、
つ
ま
り
宮
殿
の
正
殿
の
そ

ば
に
設
け
ら
れ
た
台
樹
に
登
る
こ
と
で
あ
る
。
景
公
は
こ
う
し
た
台
に
登
っ
て

眺
望
を
楽
し
も
雷
フ
と
し
た
。
し
か
し
景
公
は
「
俄
然
と
し
て
歎
じ
て
」
、
「
斉
国

を
子
孫
に
代
々
伝
え
た
い
の
で
あ
る
が
、
駄
目
で
あ
る
、
フ
か
」
と
晏
子
に
た
ず

ね
た
。
し
か
し
、
そ
う
問
う
て
い
る
景
公
自
身
、
そ
の
答
え
は
わ
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
問
う
そ
の
声
を
、
こ
こ
で
「
俄
然
と
し
て
歎
じ
て
」
い
る
と
記
し

て
い
る
よ
、
フ
に
、
景
公
は
前
途
を
悲
観
し
て
、
泣
き
声
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
『
詩
経
』
を
引
用
し
て
答
え
る
晏
子
の
こ
と
ば
は
冷
た
い
。

五
一
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公
の
現
在
の
行
為
の
数
々
は
、
子
孫
を
末
代
ま
で
安
ら
か
に
羽
翼
す
る
に
足
り

な
い
と
い
、
フ
。

景
公
に
と
っ
て
も
、
斉
の
亡
国
と
い
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、

心
の
中
に
す
で
に
形
を
と
と
の
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
遊
び
と
い
う
時
間
と
空

間
と
が
、
公
に
そ
の
憂
心
を
露
わ
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
斉
国
は
、
ま

さ
に
景
公
の
思
、
う
よ
、
フ
に
、
あ
る
い
は
晏
子
の
い
、
フ
と
お
り
に
、
危
、
う
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
景
公
は
、
斉
の
王
室
に
と
っ
て
代
る
も
の
の
影
に
お
び
え
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
の
実
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
公
曰
く
、
然
ら
ば
則
ち
後
世
た
れ
か
將
に
齊
國
を
把
ら
ん
と
す
る
、
と
。

對
へ
て
曰
く
、
服
牛
死
し
て
夫
婦
笑
ふ
。
骨
肉
の
親
に
非
る
な
り
。
其
の

利
の
大
な
る
た
め
な
り
。
齊
國
を
把
る
者
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
其

れ
之
を
利
す
る
者
か
。
（
公
日
、
然
則
後
世
執
將
把
齊
國
、
對
日
、
服
牛
死
、

夫
婦
笑
、
非
骨
肉
之
親
也
、
爲
其
利
之
大
也
、
欲
知
把
齊
國
者
、
則
其
利

之
者
邪
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
二
内
篇
諫
下
第
二
）

晏
子
は
、
そ
れ
は
「
之
を
利
す
る
者
」
、
つ
ま
り
斉
国
民
に
利
益
を
も
た
ら
す

者
が
、
将
来
の
斉
国
の
君
主
に
な
る
者
で
あ
る
と
い
う
。
晏
子
は
こ
こ
で
は
そ

の
誰
で
あ
る
か
は
い
っ
て
い
な
い
。
現
在
の
斉
の
王
室
の
主
、
つ
ま
り
景
公
の

子
孫
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
と
晏
子
は
い
、
フ
。

○
今
、
君
は
宮
室
を
大
に
し
、
臺
樹
を
美
に
し
、
以
て
畿
渇
寒
暑
を
辞
け
、

鯛
を
畏
れ
て
鬼
榊
を
敬
す
。
君
の
善
は
以
て
身
を
没
す
る
に
足
る
も
、
以

て
子
孫
に
及
ぼ
す
に
足
ら
ず
、
と
。
（
今
君
大
宮
室
、
美
臺
樹
、
以
辞
磯
渇

寒
暑
、
畏
蝸
敬
鬼
脚
、
君
之
善
足
以
没
身
、
不
足
以
及
子
孫
美
ｌ
『
晏
子

春
秋
』
巻
四
内
篇
問
下
第
四
）

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

景
公
は
、
自
身
の
一
代
は
な
ん
と
か
全
う
で
き
る
が
、
子
孫
に
ま
で
は
そ
の

恩
沢
を
及
ぼ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
晏
子
は
い
う
。
斉
の
王
室
の
政
権

は
、
お
そ
か
れ
早
か
れ
、
他
姓
の
家
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
も
の
と
見
て
い
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
家
は
ど
こ
の
家
で
あ
ろ
う
か
。
晉
に
招
か
れ
た
晏
子
は
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
宰
相
の
叔
向
に
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

○
晏
子
晉
に
聰
す
。
叔
向
こ
れ
に
從
ひ
て
宴
し
、
相
與
に
語
る
。
叔
向
曰
く
、

齊
は
其
れ
い
か
ん
、
と
。
對
へ
て
曰
く
、
此
れ
季
世
な
り
。
吾
れ
知
ら
ず
。

齊
は
そ
れ
田
氏
と
爲
ら
ん
か
、
と
。
叔
向
曰
く
、
何
の
謂
ぞ
や
、
と
。
晏

子
曰
く
、
公
そ
の
民
を
棄
て
て
田
氏
に
歸
す
れ
ば
な
り
。
齊
は
も
と
四
量

な
り
。
豆
匡
釜
鐘
、
四
升
を
豆
と
爲
し
、
お
の
お
の
其
の
四
を
も
ち
ひ
て

以
て
釜
に
登
せ
、
釜
十
な
れ
ば
則
ち
鐘
な
り
。
田
氏
三
量
あ
り
、
皆
一
を

登
す
。
鐘
は
乃
ち
巨
な
り
。
家
量
を
以
て
貸
し
、
公
量
を
以
て
之
を
収
む
。

山
木
市
に
如
き
て
、
山
よ
り
加
は
ら
ず
。
魚
轤
唇
蛤
は
、
海
よ
り
加
は
ら

ず
。
民
そ
の
力
を
参
に
し
て
、
二
は
公
に
入
り
、
而
し
て
其
の
一
を
衣
食

す
。
公
の
積
朽
毒
し
て
、
老
少
凍
饅
し
、
國
都
の
市
、
履
は
賎
し
く
し
て

踊
は
貴
し
。
民
人
痛
疾
し
て
、
之
を
煥
休
す
る
こ
と
あ
り
。
む
か
し
設
人
、

誰
殺
當
ら
ず
、
民
を
樛
す
る
こ
と
時
な
し
。
文
王
殼
の
衆
を
慈
惠
し
、
無

主
を
収
岬
す
。
是
の
故
に
天
下
こ
れ
に
歸
す
。
私
與
な
し
。
維
だ
徳
に
之

れ
授
く
。
今
公
騎
暴
に
し
て
、
田
氏
は
慈
惠
あ
り
。
其
の
之
を
愛
す
る
こ

と
父
母
の
如
く
、
之
に
歸
す
る
こ
と
流
水
の
如
し
。
民
を
獲
る
こ
と
な
か

ら
ん
と
す
る
も
、
將
た
焉
く
に
避
け
ん
。
箕
伯
、
直
柄
、
虞
逢
、
伯
戯
、

其
れ
胡
公
太
姫
を
相
け
て
、
已
に
齊
に
在
り
。
（
晏
子
聰
干
晉
、
叔
向
從
之

宴
、
相
與
語
、
叔
向
日
、
齊
其
何
如
、
對
日
、
此
季
世
也
、
吾
弗
知
、
齊

其
爲
田
氏
乎
、
叔
向
日
ゞ
何
謂
也
、
晏
子
日
、
公
棄
其
民
而
歸
干
田
氏
、

五
一

一
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齊
薑
四
量
、
豆
匡
釜
鐘
、
四
升
爲
豆
、
各
自
其
四
、
以
登
於
釜
、
釜
十
則

鍾
、
田
氏
三
量
、
皆
登
一
焉
、
鍾
乃
巨
美
、
以
家
量
貸
、
以
公
量
収
之
、

山
木
如
市
、
弗
加
子
山
、
魚
鱈
唇
蛤
、
弗
加
干
海
、
民
参
其
力
、
二
入
子

公
、
而
衣
食
其
一
、
公
積
朽
毒
、
而
老
少
凍
饅
、
國
都
之
市
、
履
賤
而
踊

貴
、
民
人
痛
疾
、
或
煥
休
之
、
昔
者
段
人
詠
殺
不
當
、
樛
民
無
時
、
文
王

慈
惠
段
衆
、
収
郎
無
主
、
是
故
天
下
歸
之
、
無
私
與
、
維
徳
之
授
、
今
公

室
騎
暴
、
而
田
氏
慈
惠
、
其
愛
之
如
父
母
、
而
歸
之
如
流
水
、
無
獲
民
將

焉
避
箕
伯
直
柄
虞
遂
伯
戯
、
其
相
胡
公
太
姫
、
已
在
齊
美
Ｉ
『
晏
子
春

秋
』
巻
四
内
篇
問
下
第
四
）

冒
頭
、
晏
子
は
、
「
斉
は
末
世
で
あ
り
、
田
氏
が
や
が
て
斉
の
君
主
と
な
る
で

あ
る
、
フ
」
と
い
、
フ
。
そ
ミ
フ
し
て
、
「
公
室
は
横
暴
で
あ
る
が
、
田
氏
は
や
さ
し
い
・

人
民
は
田
氏
を
父
母
の
よ
『
フ
に
愛
し
、
流
水
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ

に
流
れ
る
よ
、
フ
に
、
自
然
に
田
氏
に
な
つ
い
て
い
く
。
田
氏
が
避
け
よ
、
フ
と
し

て
も
、
田
氏
の
人
気
は
高
ま
る
ば
か
り
だ
」
、
と
む
す
び
、
そ
の
間
に
こ
の
理
由

を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
ミ
フ
に
、
斉
は
完
全
に
田
氏
の
も
の
に
な
る
ミ
フ

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
斉
の
公
室
は
亡
び
よ
、
７
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
情
勢
が
、
ひ
し
ひ
し
と
景
公
の
心
身
を
さ
い
な
み
、
先
に
引
い
た
文
章

に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
景
公
の
歎
き
を
さ
そ
っ
た
。
景
公
の
遊
び
は
、
こ
の

現
実
に
景
公
を
直
面
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

景
公
は
、
し
か
し
、
絶
対
に
子
孫
に
家
を
ゆ
ず
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
理
屈
の
上
か
ら
は
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
景

公
が
田
氏
以
上
の
「
利
」
を
国
民
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
景
公
の
子
孫
は
、
永
久
に
斉
の
君
主
と
し
て
君
臨

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
知
る
た
め
に
、

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

煩
を
い
と
わ
ず
、
こ
こ
に
も
う
一
度
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
の
、
遊
び
に
際
し

て
か
わ
さ
れ
た
景
公
と
晏
子
と
の
や
り
と
り
を
み
て
い
こ
、
フ
。
な
お
、
こ
の
遊

び
は
、
曲
漬
と
い
う
川
の
ほ
と
り
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

○
景
公
、
晏
子
と
曲
演
の
上
に
立
ち
、
齊
國
を
望
見
し
、
晏
子
に
問
ひ
て
日

く
、
後
世
執
か
將
に
齊
國
を
賎
有
せ
ん
も
の
と
す
る
者
ぞ
、
と
。
晏
子
對

へ
て
曰
く
、
賤
臣
の
敢
て
議
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
、
と
。
公
曰
く
、
胡

ぞ
必
ず
し
も
然
ら
ん
や
。
得
る
者
失
ふ
こ
と
な
き
と
き
は
、
則
ち
虞
夏
常

に
存
せ
ん
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
臣
聞
く
、
不
足
を
見
て
以
て
之
を

知
る
者
は
、
智
な
り
。
先
づ
言
い
て
而
る
後
に
當
る
者
は
、
惠
な
り
、
と
。

夫
れ
智
と
惠
と
は
、
君
子
の
事
な
り
。
臣
実
ぞ
以
て
之
を
知
る
に
足
ら
ん

や
。
然
り
と
錐
も
臣
請
ふ
其
の
爲
政
を
陳
べ
ん
。
君
強
く
臣
弱
き
は
政
の

本
な
り
。
君
唱
へ
臣
和
す
る
は
、
教
へ
の
隆
な
り
。
刑
罰
君
に
在
る
は
、

民
の
紀
な
り
。
今
そ
れ
田
無
宇
二
世
、
國
に
功
あ
り
。
而
し
て
利
取
す
れ

ば
寡
に
分
つ
。
公
室
は
之
を
兼
ぬ
。
國
權
こ
れ
を
専
ら
に
し
、
君
臣
施
を

易
ふ
、
而
し
て
衰
ふ
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
。
嬰
こ
れ
を
聞
く
、
臣
富
め
ば

主
亡
ぶ
、
と
。
是
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
其
れ
無
宇
の
後
、
幾
も
な
く

し
て
齊
國
は
田
氏
の
國
な
ら
ん
・
嬰
老
い
て
公
の
事
を
待
つ
こ
と
能
は
ず
。

公
も
し
世
に
即
か
ば
、
政
公
室
に
在
ら
じ
、
と
。
然
ら
ば
則
ち
奈
何
に
せ

ん
、
と
。
晏
子
對
へ
て
曰
く
、
維
だ
槽
以
て
之
を
已
む
く
し
。
其
れ
禮
に

あ
り
て
は
、
家
施
國
に
及
ば
ず
、
民
慨
ら
ず
、
貨
移
ら
ず
、
工
寶
鍵
ぜ
ず
、

士
濫
せ
ず
、
官
諸
せ
ず
、
大
夫
公
利
を
収
め
ず
、
と
。
公
曰
く
、
善
し
、

今
、
禮
の
以
て
國
を
爲
む
べ
き
を
知
る
、
と
。
對
へ
て
曰
く
、
禮
の
以
て

國
を
爲
む
べ
き
こ
と
久
し
・
天
地
と
並
び
立
つ
。
君
令
し
臣
忠
に
、
父
慈

に
子
孝
に
、
兄
愛
に
弟
敬
に
、
夫
和
し
妻
柔
に
、
姑
慈
に
婦
驍
す
る
は
禮

五
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の
經
な
り
。
君
令
し
て
違
は
ず
、
臣
忠
に
し
て
二
な
ら
ず
、
父
慈
に
し
て

教
へ
、
子
孝
に
し
て
筬
め
、
兄
愛
に
し
て
友
に
、
弟
敬
に
し
て
順
に
、
夫

和
し
て
義
に
、
妻
柔
に
し
て
貞
に
、
姑
慈
に
し
て
從
に
、
婦
蕊
し
て
腕
な

る
は
、
禮
の
質
な
り
、
と
。
公
曰
く
、
善
い
か
な
。
寡
人
迺
ち
今
禮
の
尚

き
を
知
る
、
と
。
晏
子
曰
く
、
夫
れ
禮
は
、
先
王
の
天
下
に
臨
む
所
以
な

り
。
以
て
其
の
民
を
爲
む
。
是
の
故
に
之
を
尚
ぶ
、
と
。
（
景
公
與
晏
子
立

曲
潰
之
上
、
望
見
齊
國
、
問
晏
子
日
、
後
世
執
將
賤
有
齊
國
者
乎
、
晏
子

對
日
、
非
賤
臣
之
所
敢
議
也
、
公
日
、
胡
必
然
也
、
得
者
無
失
、
則
虞
夏

常
存
美
、
晏
子
對
日
、
臣
聞
、
見
不
足
、
以
知
之
者
智
也
、
先
言
而
後
當

者
惠
也
、
夫
智
與
惠
、
君
子
之
事
、
臣
実
足
以
知
之
乎
、
錐
然
臣
請
陳
其

爲
政
、
君
強
臣
弱
、
政
之
本
也
、
君
唱
臣
和
、
教
之
隆
也
、
刑
罰
在
君
、

民
之
紀
也
、
今
夫
田
無
宇
二
世
有
功
干
國
、
而
利
取
分
寡
、
公
室
兼
之
、

國
權
専
之
、
君
臣
易
施
、
而
無
衰
乎
、
嬰
聞
之
、
臣
富
主
亡
、
由
是
観
之
、

其
無
宇
之
後
、
無
幾
齊
國
田
氏
之
國
也
、
嬰
老
不
能
待
公
之
事
、
公
若
即

世
、
政
不
在
公
室
、
公
日
、
然
則
奈
何
、
晏
子
對
日
、
維
禮
可
以
已
之
、

其
在
禮
也
、
家
施
不
及
國
、
民
不
慨
、
貨
不
移
、
工
費
不
鍵
、
士
不
濫
、

官
不
語
、
大
夫
不
収
公
利
、
公
日
、
善
、
今
知
禮
之
可
以
爲
國
也
、
對
日
、

禮
之
可
以
爲
國
也
久
美
、
與
天
地
並
立
、
君
令
臣
忠
、
父
慈
子
孝
、
兄
愛

弟
敬
、
夫
和
妻
柔
、
姑
慈
婦
蕊
、
禮
之
經
也
、
君
令
而
不
違
、
臣
忠
而
不

二
、
父
慈
而
教
、
子
孝
而
筬
、
兄
愛
而
友
、
弟
敬
而
順
、
夫
和
而
義
、
妻

柔
而
貞
、
姑
慈
而
從
、
婦
鶏
而
腕
、
禮
之
質
也
、
公
日
善
哉
、
寡
人
迺
今

知
禮
之
尚
也
、
晏
子
日
、
夫
禮
先
王
之
所
以
臨
天
下
也
、
以
爲
其
民
、
是

故
尚
之
１
『
晏
子
春
秋
』
巻
七
外
篇
第
七
）

斉
王
室
の
延
命
策
は
、
理
論
上
は
無
数
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

斉
の
景
公
の
遊
び
は
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
死
や
、
国
家
の
滅
亡
へ
と
、

最
も
悲
惨
な
方
向
へ
と
、
そ
の
想
い
を
導
く
一
面
の
あ
る
こ
と
を
、
『
晏
子
春
秋
』

の
な
か
で
は
描
き
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遊
び
は
、
斉
の
景
公
に
と
っ

て
は
、
例
え
ば
『
荘
子
』
道
遙
遊
篇
に
お
け
る
「
遊
」
が
、
な
に
も
の
に
も
と

⑪

ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
生
活
や
境
地
を
い
、
フ
と
さ
れ
る
の
と
、
ま
さ
に
対
極
を

な
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
で
あ
る
雲
フ
。
景
公
の
よ
う
な
、
現
実
へ
の
密
着
し
て

の
思
い
は
、
物
そ
の
も
の
の
姿
を
直
視
す
る
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
う
し
て
そ
の

思
い
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
悲
傷
感
な
し
に
は
お
さ
ま
る
こ
と
は
な

般
化
し
て
い
っ
て
い
る
の
が
、
こ
こ
に
い
う
礼
の
「
経
」
と
「
質
」
と
で
あ
る
。

こ
の
礼
の
「
経
」
と
「
質
」
と
を
、
景
公
が
実
行
で
き
た
な
ら
ば
、
景
公
自
身
、

斉
王
室
の
永
遠
性
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
礼
の

「
経
」
と
「
質
」
と
の
実
行
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
景

公
に
関
す
る
か
ぎ
り
絶
望
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
景
公
が
遊
び
に
際
し
て
見

た
、
斉
公
室
の
滅
亡
の
ま
ぼ
ろ
し
は
、
景
公
の
死
後
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。

○
景
公
没
す
。
田
氏
君
茶
を
殺
し
て
陽
生
を
立
て
、
陽
生
を
殺
し
て
簡
公
を

立
て
、
簡
公
を
殺
し
て
齊
國
を
取
る
。
（
景
公
没
、
田
氏
殺
君
茶
立
陽
生
、

殺
陽
生
立
簡
公
、
殺
簡
公
而
取
齊
國
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
一
内
篇
諫
上

第
二

景
公
が
遊
び
に
際
し
て
、
心
に
い
だ
き
、
「
傲
然
と
し
て
歎
じ
」
た
、
あ
の
斉

の
亡
国
は
、
こ
う
し
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
景
公
の
遊
び
は
、

斉
の
こ
の
亡
国
の
ま
ぼ
ろ
し
に
景
公
を
直
面
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

五
四
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か
つ
た
。
そ
の
こ
と
の
理
由
は
、
『
晏
子
春
秋
』
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る
、
フ
。

○
樂
し
み
淫
す
れ
ば
、
則
ち
衰
ふ
、
と
。
（
樂
淫
則
衰
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
一

内
篇
諫
上
第
二

○
夫
れ
盛
の
衰
あ
り
、
生
の
死
あ
る
は
、
天
の
分
な
り
。
物
必
ら
ず
至
る
あ

り
、
事
常
に
然
る
あ
る
は
、
古
之
の
道
な
り
。
（
夫
盛
之
有
衰
、
生
之
有
死
、

天
之
分
也
、
物
有
必
至
、
事
有
常
然
、
古
之
道
也
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
七

外
篇
第
七
）

生
命
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
一
般
化
し
て
い
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
物
や
事
に
注
目
し
、
そ
れ
に
執
着
す
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
い
う
よ
雷
フ
に
、
そ
れ
ら
の
常
と
し
て
、
「
盛
」
の
み
を
楽

し
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
必
ら
ず
、
そ
れ
を
楽
し
め
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
淫

す
る
よ
、
フ
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
早
く
、
確
実
に
「
衰
」
を
経
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
個
人
の
意
志
を
こ
え
た
、
天
の
定
め
た
道

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
は
い
、
フ
。

遊
び
が
一
面
に
お
い
て
、
快
楽
を
得
る
一
つ
の
機
会
で
あ
る
だ
け
に
、
人
は

そ
こ
か
ら
そ
の
快
楽
の
頂
点
を
き
わ
め
が
ち
で
あ
る
。
一
国
の
君
主
と
も
な
れ

ば
、
な
お
さ
ら
そ
、
フ
し
た
傾
向
が
つ
よ
い
で
あ
る
》
フ
。
目
賭
す
る
世
界
の
事
物
、

心
象
の
世
界
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
快
楽
に
、
景
公
は
性
格
的
に
淫

し
が
ち
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
る
と
、
景
公
に
と
っ
て
快
楽
の
頂
点
で
あ
る
遊
び

の
と
き
が
、
な
ん
ら
か
の
い
み
で
「
盛
」
か
ら
「
衰
」
へ
と
向
か
う
こ
と
を
免

か
れ
な
い
の
も
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
畠
フ
。

人
の
死
と
、
物
事
の
一
つ
と
し
て
の
国
家
の
滅
亡
と
は
、
生
き
て
い
て
、
現

に
斉
国
の
君
主
で
あ
る
景
公
に
と
っ
て
は
、
と
も
に
「
亡
」
の
世
界
の
こ
と
で

晏
子
橘
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
を
超
え
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
証
し
の
一
つ
と
し
て
、

例
え
ば
、
死
の
世
界
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
。
死
へ
の
入
口
の
一
つ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
病
い
か
ら
し
て
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
気
」
の

レ
ベ
ル
の
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
病
い
の
行
き
つ
く
先
の
「
死
」
の
世
界
は
、

見
聞
や
感
覚
を
こ
え
た
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
景
公
は
、
あ
る
い
み
で
現
実
を

む
さ
ぼ
り
、
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
快
楽
か
ら
悲
哀
の
世
界
へ
入
り
こ
も

雪
フ
と
し
た
。
現
実
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
現
実
の
世
界
へ
と
景
公

を
導
く
の
が
、
景
公
に
と
っ
て
の
遊
び
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

景
公
に
と
っ
て
、
遊
び
は
、
い
わ
ば
異
界
へ
の
窓
口
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
中
へ
入
っ
て
行
か
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
の
が
、
晏
子
の
諫
言
の

数
々
で
あ
っ
た
。
晏
子
の
諫
言
は
、
景
公
の
異
界
へ
の
参
入
の
度
合
い
が
深
け

れ
ば
深
い
ほ
ど
、
い
わ
ば
そ
の
反
作
用
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
力
で
、
景
公
を

そ
こ
か
ら
現
実
の
世
界
へ
と
引
き
も
ど
す
働
き
を
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
一
般
的

な
か
た
ち
で
、
礼
の
履
行
を
迫
る
と
い
う
し
か
た
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
・

異
界
へ
お
ち
こ
も
、
フ
と
す
る
弱
気
の
景
公
を
、
あ
る
い
は
斉
の
公
室
を
そ
こ
へ

お
と
し
こ
も
雲
フ
と
す
る
景
公
を
、
そ
の
深
淵
か
ら
跳
び
上
が
り
、
逃
れ
去
ら
せ

よ
震
う
と
す
る
、
反
溌
力
、
あ
る
い
は
そ
の
反
溌
力
の
源
へ
の
強
心
剤
と
し
て
の

役
わ
り
を
、
あ
る
時
に
は
か
な
り
有
効
に
は
た
し
た
の
が
、
晏
子
の
諫
言
に
外

な
ら
な
い
。
晏
子
の
諫
言
が
、
時
と
し
て
有
効
に
働
き
え
た
、
そ
の
力
の
秘
密

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
》
フ
か
。
晏
子
が
死
を
自
覚
し
て
、
自
ら
の
子
孫
に

残
し
た
こ
と
ば
の
中
に
、
そ
の
秘
密
を
解
く
カ
ギ
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

○
晏
子
病
み
て
將
に
死
せ
ん
と
す
。
其
の
妻
曰
く
、
夫
子
言
は
ん
と
欲
す
る

こ
と
な
き
か
、
と
。
子
曰
く
、
吾
（
わ
れ
）
死
し
て
俗
の
鍵
ぜ
ん
こ
と
を

五
五
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恐
る
。
謹
み
て
爾
が
家
を
硯
て
、
爾
が
俗
を
鍵
ず
る
こ
と
母
れ
、
と
。
晏

子
病
み
て
將
に
死
せ
ん
と
す
。
榴
を
鑿
ち
て
書
を
納
れ
、
其
の
妻
に
謂
っ

て
曰
く
、
「
橘
の
語
は
、
子
壯
に
し
て
之
を
示
せ
」
と
。
壯
な
る
に
及
び
て

發
く
。
書
の
言
に
曰
く
、
「
布
帛
窮
す
べ
か
ら
ず
。
窮
す
れ
ば
飾
る
べ
か
ら

ず
。
牛
馬
窮
す
べ
か
ら
ず
。
窮
す
れ
ば
服
す
べ
か
ら
ず
。
士
は
窮
す
べ
か

ら
ず
。
窮
す
れ
ば
任
ず
べ
か
ら
ず
。
國
は
窮
す
べ
か
ら
ず
、
窮
す
れ
ば
寵

す
べ
か
ら
ず
、
と
。
（
晏
子
病
將
死
、
其
妻
日
、
夫
子
無
所
欲
言
乎
、
子
日
、

吾
恐
死
而
俗
鍵
、
謹
覗
爾
家
、
母
鍵
爾
俗
也
、
晏
子
病
將
死
、
鑿
橘
納
書

焉
、
謂
其
妻
日
、
樋
語
也
、
子
壯
而
示
之
、
及
壯
發
、
書
之
言
日
、
布
帛

不
可
窮
、
窮
不
可
飾
、
牛
馬
不
可
窮
、
窮
不
可
服
、
士
不
可
窮
、
窮
不
可

任
、
國
不
可
窮
、
窮
不
可
霜
也
Ｉ
『
晏
子
春
秋
』
巻
六
内
篇
雑
下
第
六
）

遺
言
書
を
示
す
、
榴
語
あ
る
い
は
檎
書
と
い
う
語
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
晏

子
が
「
礼
」
を
と
り
行
う
こ
と
と
し
て
説
き
、
そ
こ
に
期
待
し
て
い
た
「
力
」

の
根
源
は
、
結
局
、
柱
に
穴
を
あ
け
て
封
入
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
彼
の
遺

言
書
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
、
「
窮
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
一
語
に
つ
き
る
で

あ
ろ
う
。
布
帛
の
巾
を
極
度
に
き
り
つ
め
て
織
り
あ
げ
る
と
、
飾
り
を
つ
け
た

り
し
て
そ
の
布
を
有
効
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
事
に
は
、
プ
ラ

ス
す
る
何
か
の
ア
ル
フ
ァ
が
な
け
れ
ば
、
現
実
の
力
に
な
り
え
な
い
の
で
あ
る

と
、
晏
子
は
い
、
フ
。

晏
子
の
景
公
へ
の
諌
言
の
根
底
に
は
、
景
公
の
見
つ
め
、
お
び
え
て
い
る
、

「
死
」
や
「
公
室
の
滅
亡
」
の
世
界
へ
の
深
い
認
識
が
あ
っ
た
。
晏
子
は
、
そ

う
し
た
喪
失
の
世
界
、
あ
る
い
は
異
界
の
深
さ
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
そ
こ
か
ら
離
れ
、
遠
ざ
か
る
た
め
の
力
を
、
用
意
し
た
。
晏
子
が
説
い

た
の
は
、
景
公
の
周
囲
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
喪
失
感
の
深
さ
を
上
回
る
、
よ
り

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

《
汪

①
山
東
省
、
臨
渦
縣
南
十
里
Ｉ
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
巻
三
十
五
。

②
蘇
輿
云
、
癖
不
當
作
瘻
。
周
禮
疾
書
、
夏
時
有
痒
折
疾
、
秋
時
有
瘡
寒
疾
、
．
…
・
・
則
虞
案
、

蘇
説
是
。
以
折
爲
疲
、
此
六
朝
人
之
誤
。
…
…
齊
侯
疾
愈
一
年
、
其
初
癖
痒
、
熱
入
於
臓
騎
、

逢
成
爲
熱
虐
Ｉ
呉
則
虞
『
晏
子
春
秋
集
樺
』
四
四
頁
（
一
九
六
二
年
中
華
書
局
刊
）
。

③
事
実
、
ま
た
こ
れ
ら
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
素
問
生
氣
邇

天
論
、
春
傷
子
風
邪
、
氣
流
連
乃
爲
洞
泄
、
夏
傷
干
暑
、
秋
爲
疾
虐
Ｉ
呉
則
虞
、
前
掲
書
四

四
頁
。

④
病
水
を
、
『
晏
子
春
秋
讓
注
』
（
一
九
九
一
年
十
一
月
孫
彦
林
・
周
民
・
苗
若
素
共
訳
斉

魯
書
社
刊
）
で
は
患
水
腫
病
（
二
八
五
頁
）
と
訳
し
て
い
る
。
な
お
水
腫
と
は
浮
腫
の
こ
と

で
あ
り
、
む
く
み
の
出
る
病
気
の
こ
と
を
一
般
に
い
、
フ
。
こ
の
病
気
に
は
腎
臓
お
よ
び
心
臓

性
浮
腫
、
急
性
腎
臓
炎
、
腹
水
な
ど
が
あ
る
。
『
中
日
大
辞
典
』
増
訂
第
二
版
一
七
三
三

頁
（
愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
墓
処
編
一
九
八
七
年
大
修
館
刊
）
参
照
。

⑤
呉
則
虞
の
前
掲
書
で
は
、
特
に
「
晏
子
春
秋
重
言
重
意
篇
目
表
」
を
設
け
て
、
こ
の
二
つ

の
文
章
を
こ
の
表
に
収
入
し
て
い
る
。
（
六
六
三
頁
）
。
ま
た
、
盧
文
招
云
、
元
刻
末
注
云
、

此
章
與
逢
干
何
請
合
葬
正
同
、
而
鮮
少
異
、
故
著
干
此
篇
Ｉ
呉
則
虞
前
掲
書
四
五
九
頁
。

強
力
な
、
そ
こ
か
ら
の
回
復
を
目
ざ
し
た
、
礼
的
手
段
の
施
行
で
あ
っ
た
。
そ

、
フ
し
た
晏
子
の
思
想
の
根
源
に
あ
る
の
は
、
こ
の
「
窮
ま
る
こ
と
な
か
れ
」
と

説
く
、
い
わ
ば
余
裕
か
ら
生
ず
る
「
力
」
に
た
の
む
と
こ
ろ
の
多
い
、
「
余
裕
の

哲
学
」
と
で
も
名
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
か
ら
し
て
、
晏
子
が
「
倹
省
を
以
て
身
を
治
め
る
」
人
で
あ
っ
た
と
見
て
、

⑫

『
晏
子
春
秋
』
を
、
墨
家
に
収
入
す
る
考
え
が
古
く
か
ら
あ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
妥
当
を
欠
く
で
あ
る
、
フ
。
こ
の
書
の
目
録
学
上
の
位
置
づ
け
に
は
、
よ

り
広
い
、
従
来
の
も
の
と
は
次
元
を
異
に
す
る
見
地
が
、
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

か
づ
い
。

五
六
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内
篇
。
子
圏
云
、

別
Ｉ
呉
則
虞
芸

⑥
例
え
ば
、
『
春

不
免
於
戻
、
焉
猯

⑦
蘇
輿
云
、
治
壺

掲
書
一
五
○
頁

⑧
王
風
、
大
車
。

⑨
合
骨
、
合
柑
は
、
一
般
に
は
合
葬
と
い
う
。
例
え
ば
、
古
時
風
俗
、
夫
婦
死
後
安
葬
在
一

起
、
称
之
爲
合
葬
。
…
：
．
作
爲
一
種
夫
婦
死
後
合
葬
的
風
俗
、
源
干
西
周
。
宋
代
高
承
、
『
事

物
紀
原
』
、
「
合
葬
」
記
載
：
禮
記
、
日
：
檀
弓
云
季
武
子
日
：
合
葬
非
古
也
、
自
周
公
以
来

未
之
有
改
。
．
．
：
：
然
而
、
夫
婦
合
葬
之
俗
的
盛
行
則
是
在
西
漢
中
期
以
後
Ｉ
申
士
害
、
傅
美

琳
編
著
『
中
国
風
俗
大
辞
典
』
（
一
九
九
一
年
十
二
月
中
国
和
平
出
版
社
出
版
）
一
七
八

⑩
吾
何
修
而
可
以
比
於
先
王
観
也
Ｉ

遊
也
と
い
う
（
『
孟
子
集
注
』
巻
二
）
。

⑪
道
遙
遊
す
な
わ
ち
道
遙
（
こ
こ
ろ
ま
か
せ
）
の
遊
び
と
は
、
何
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
絶
対
に
自
由
な
人
間
の
生
活
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
Ｉ
福
永
光
司
『
荘
子
内
篇
』

⑫
晏
嬰
、
墨
者
也
、
自
以
倹
省
治
身
Ｉ
『
列
子
』
楊
朱
篇
張
湛
注
。
な
お
、
張
湛
は
束
晉

の
学
者
。
山
東
省
の
人
で
、
在
世
は
西
暦
紀
元
四
世
紀
ご
ろ
と
さ
れ
る
。
晏
嬰
の
死
後
、
約

九
百
年
た
っ
て
、
晏
嬰
が
活
躍
し
た
場
所
と
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
所
で
、
張
湛
は
生
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
小
稿
の
拠
っ
た
『
晏
子
春
秋
』
の
本
文
は
、
二
十
二
子
本
で
あ
る
。
現
在
で
は
孫
星

桁
の
校
定
し
た
こ
の
本
文
と
音
義
、
お
よ
び
黄
以
周
の
校
勘
記
と
は
、
一
九
八
九

年
、
上
海
古
籍
出
版
社
出
版
の
諸
子
百
家
叢
書
の
う
ち
の
一
冊
、
『
晏
子
春
秋
』
等

さ
ら
に
、
外
篇
第
七
に
つ
い
て
、
以
下
の
ょ
、

内
篇
。
子
圏
云
、
外
篇
二
篇
、
元
刻
本
一
題
、

別
Ｉ
呉
則
虞
前
掲
書
四
三
一
頁
注
〔
一
〕
。

～
一
七
九
頁
。

（
昭
和
四
一
年
朝
日
新
聞
社
刊
）
一
頁
。

晏
子
樋
書
孜
（
久
富
木
成
大
）

治
要
隔
作
臆
。
音
義
作
臆
注
云
、
臆
當
塘
、

頁
注
〔
五
〕
。

前
掲
書
四
三

『
春
秋
左
氏
伝
』

焉
知
政
と
あ
る
。

襄
公
三
十
年
に
、
吾
傍
小
人
食
而
鶏
事
、
猶
權
不
給
命
、
而

以
下
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
孫
星
桁
云
、
俗
本
以
此
附

刻
本
一
題
、
重
而
異
者
、
一
題
、
不
合
經
術
者
、
今
復
識

『
孟
子
』
梁
惠
王
下
。
こ
の
「
観
」
を
、
朱
子
は
観
、

詩
傳
、
塘
、
惜
也
Ｉ
呉
則
虞
前

に
よ
り
、
影
印
本
が
広
く
流
通
し
て
い
る
。

五
七


